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国立大学法人静岡大学事業報告書

「国立大学法人静岡大学の概略」

１．目標

大学の基本的な目標等

静岡大学は、未来を展望した、特色ある国際水準の教育研究を行い、学術・文化と産業・

経済の発展に寄与し、卓越した「知の拠点」としての大学を目指す。

【教育に関する基本的目標】

① 社会の様々な分野でリーダーとして活躍できる、高い専門性と多角的な視野をもち21

世紀の解決すべき問題を追求し続ける人間性豊かな人材を養成する。

② アジアをはじめ、諸外国との関わりの下で活躍できる豊かな国際感覚を身に付けた人

材を養成する。

【研究に関する基本的目標】

① 基礎から応用にわたり独創的な研究を推進するとともに、分野を超えた融合を図り、

学術の一層の発展に寄与する。

② 持続可能な地球環境を展望した研究を積極的に推進する。

【社会連携に関する基本的目標】

① 文化、教育等の領域における地域との連携交流活動に積極的に参加することを通じて、

「知の成果」を社会に還元する。

② 産学官連携に積極的に取り組み、地域産業の発展を促す。

２．業務

【教育】

①全学教育科目カリキュラムの改正を行い、教養教育と専門教育の有機的連携を図っ

た。

②キャリア教育の全学的実施体制を確立し、全学部学生に受講機会を保障した。

③「地域をキャンパスに」のスローガンの下、多数のフィールドワーク科目を開設し、

全学的に教室外での学習機会を増やした。

④成績評価の厳格化を目的に、５段階評価を内容とする成績評価の仕組みを導入した。

⑤本学卒業生をキャリアアドバイザーとして委嘱し、学生からの就職相談に対応する

とともに、１年次に開講する「キャリアデザイン」の中でキャリアアドバイザーに

よる特別講演を実施した。

【研究】

①「ナノビジョンサイエンスの拠点形成」に関する先端的研究が進展し、中間評価で

最上位のＡ評価を得た。

②中期目標・計画の重点研究領域の実施状況
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・光・電子情報分野、特にナノビジョンサイエンス領域における先端的研究

・プロジェクトに参加した教員が産学官連携功労者表彰「文科科学大臣賞」、IE

EE多値論国際シンポジウム(ISMVL)論文賞等を受賞した。

・生命･環境科学に関する分野横断的な研究

・「海洋生物研究国際プロジェクト：サンゴ礁ミクロ生態系・物質循環とサンゴ

の白化との関連の科学的解明」に関する研究。

・植物分子デザイン研究グループ、資源循環型バイオエンジニアリング研究グル

ープ、生体膜を利用したバイオセッシング研究グループなどの活動開始。

・アジアにおける自然と社会・文化に関する接近方法を再発見する研究

・静岡県SOE（静岡県版COE）において、「アジア・太平洋からみた欧米人とその

文化表現に関する研究－20世紀初頭ミクロネシア各地に伝播した新しい民俗芸

能の源流を辿って－」が採択され、研究を開始した。

・地域に密着した課題を発掘しその解決を目指す研究

・「人口減少時代における地域社会の設計」、「定住外国人の共生に関する法政策

的研究」の２プロジェクトを立ち上げた。

・光、輸送関係について地域企業との地域に密着した共同研究、地域産業の振興

に寄与する産業クラスター事業を進めた。

【社会との連携】

①サイエンスパートナーシップの取り組み

情報学部：「情報学研究体験セミナー」４高校、13名が参加。

理 学 部：「分子の活性化による化学発光セミナー」１高校、延べ

212名が参加。

遺伝子実験施設：「遺伝子組換え実験教育研修会」県内高校理科教員

6名が参加。

②スーパーサイエンスハイスク－ルの取り組み

工 学 部：「数学セミナー」１高校、41名が参加。

遺伝子実験施設：「遺伝子実験セミナー」１高校、41名が参加。

③「市民開放授業」として共通教育、専門教育合わせて383科目を開放し、延べ154名

が受講した。

④大学発ベンチャー企業として、下記３社が設立された。

・株式会社デザインルール

・株式会社ＩＴＳＣ

・ＭＤルミナス株式会社

⑤独立行政法人中小企業基盤整備機構との間で「浜松イノベーションキューブに関す

る業務の連携及び協力に関する協定」を締結した。

⑥ＪＳＴイノベーションサテライト静岡を浜松キャンパスに誘致した

【国際交流】

①タイ・カセサート大学、カナダ・サイモンフレーザー大学と大学間の、また、中国

・新彊農業大学（農学部）、ウクライナ国立科学アカデミー・V.E.ラシュカリョフ

半導体物理学研究所（電子工学研究所）との間で部局間の交流協定を締結した。
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②情報学部、理学部、工学部、農学部、創造科学技術大学院が、交流協定に基づき、

学生の派遣・受け入れ、共同研究を実施した。

③ワルシャワ工科大学（インターアカデミア参加校）との間で平成17年度に「ダブル

ディグリー特別プログラム交換学生に関する覚書」を締結し、平成18年度から実施

した。

④大学間交流協定を締結している東欧６大学と国際会議「インターアカデミア2006」

をアレクサンドル・アイオアン・クザ大学で開催した。

【附属学校園】

①役員会の下に附属学校園将来計画委員会を設置し、７学校園の将来計画案（21世紀

に向けた附属学校園のグランドデザイン）を策定した。

②教育実習検討委員会において、県教委、市町村教委、附属学校園と連携して、教育

実習の改革案が承認された。

【業務運営】

①役員会の下に、「情報戦略ＷＧ」を設置し、機動的な経営戦略の構築、業務運営の

効率化、大学評価への迅速かつ的確な対応等を目的に、大学情報の一元管理体制の

構築に向けた検討を行い、「大学情報の一元化に向けて」を策定し、答申した。

②理学部生物地球環境科学科を、生物科学科と地球科学科に改組し、５学科体制とし

た。

③農学部を人間環境科学科、生物生産科学科、森林資源科学科、応用生物化学科の４

学科体制から、共生バイオサイエンス学科、応用生物化学科、環境森林科学科の３

学科体制に改組した。

④理工学研究科及び電子科学研究科を改組し、「創造科学技術大学院（博士課程）」（学

生定員50名）、「理学研究科（修士課程）」（学生定員70名）、「工学研究科（修士課

程）」（学生定員262名）を設置した。

⑤教育研究における国際化を総合的に推進するため、留学生センターを改組・拡充し、

「国際交流センター」を設置した。

⑥「監査室」を設置し、監事監査に係る業務を一元的に処理する体制を整えた。

⑦本部事務局のチーム制導入（平成17年度）を受け、情報学部では、学部長、事務長、

各係、技術部をワンフロアーに集約し、チーム制を導入し、事務の業務の執行に適

した柔軟な体制を実現した。

【財務内容】

①職員について、平成17年度の役員会において、平成18年度から平成21年度までの削

減計画を策定し、これに基づいて４人の削減を行った。

②総人件費の５％削減計画に対応するため、役員会の下に人件費改革ＷＧを設置し、

検討を行った。

【自己点検・評価及び情報の提供】

①国立大学法人評価委員会から指摘を受けた改善を要する事項、及び本学評価会議に

よる中期目標・計画の進捗状況の点検の結果改善を要すると判断した事項を、「中

期計画の達成に向けての対応」にまとめ、関係部局に対し速やかな計画実行を勧告

する措置をとった。
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②評価会議において、教員の個人評価に関する基本方針、実施要項等をとりまとめ、

全教員に対しパブリックコメントを求めるとともに、各部局に対し意見の聴取を行

い、平成１９年度試行に向けた体制を整備した。

③評価会議において、学生等による評価に関する基本方針を策定し、在学生に続いて、

平成１９年度に卒業生、修了生、就職先企業、学生保護者、高等学校長を対象とす

るアンケート調査を実施する体制を整えた。

【その他業務運営】

①学生、教職員の安全の確保、環境保全のため、橋梁耐震補強工事、ＰＨモニターの

設置、ハートビル法に基づく手摺の設置等を行った。

②教職員に対するメンタルヘルスに関する研修会を、職務内容の態様に応じて、教員、

職員（管理職員、一般職員）に分けて実施した。

③「職員海外研修制度」をスタートさせ、３名をカリフォルニア大学バークレー校、

同大ディービス校及びカリフォルニア工科大学に派遣した。

④学生、教職員の安全管理のため、学内警備業務の一元化、ＡＥＤ（自動体外式除細

動器）の設置と研修会の開催、地域の防犯協議会と共同で 防犯の啓発活動キャン

ペーンを行った。

⑤東海地震等を想定し、授業内での防災啓発活動を継続実施した他、防災・ボランテ

ィアセンターが中心となって、学生のボランティアリーダーを養成するとともに、

地域社会との連携強化を目的に、地域住民、市町村防災担当者の参加を得て、防災

訓練、地震防災セミナー等を行った。

３．事務所等の所在地

静岡県静岡市

４．資本金の状況

４９,２６２,９５８,１７２円（全額 政府出資）

５．役員の状況

役員の定数は、国立大学法人法第10条により、学長１人、理事４人、監事２人。任期は

国立大学法人法第15条の規定及び国立大学法人静岡大学長選考会議規則並びに国立大学法人

静岡大学理事規則の定めるところによる。

役職 氏 名 就任年月日 主な経歴

学長 天岸 祥光 平成16年４月１日 平成11年４月静岡大学理学部長
～平成19年３月31日 平成15年４月静岡大学長
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理事 渡邉 隆 平成16年４月１日 平成11年４月東京工業大学事務局長
～平成19年３月31日 平成13年７月沼津工業高等専門学校長

理事 芳賀 直哉 平成16年４月１日 平成５年４月静岡大学教授教養部
～平成19年３月31日 平成７年10月静岡大学教授農学部

理事 石井 仁 平成16年４月１日 昭和59年10月静岡大学教授工学部
～平成19年３月31日 平成13年４月静岡大学工学部長

理事 佐藤 誠二 平成16年４月１日 平成７年４月静岡大学教授人文学部
～平成19年３月31日 平成15年４月静岡大学学長特別補佐

監事 廣部 雅昭 平成18年４月１日 平成11年４月静岡県立大学学長
～平成20年３月31日 平成17年４月静岡県学術教育政策顧問

専務理事
監事 大戸 宏文 平成18年４月１日 平成15年５月スター精密㈱監査役

～平成20年３月31日 平成17年６月伊豆箱根鉄道㈱取締役

６．職員の状況

教員 ８６２人（学長、理事を含み、監事は除く。）
職員 ３４６人

７．学部等の構成

人文学部、教育学部、情報学部、理学部、工学部、農学部

人文社会科学研究科、教育学研究科、情報学研究科、理学研究科、工学研究科

農学研究科、自然科学系教育部、創造科学技術研究部、法務研究科

電子工学研究所

８．学生の状況

総学生数 １０，９５１人

学部学生 ９，３６２人

修士課程 １，３３９人

博士課程 １８１人

専門職学位課程 ６９人

９．設立の根拠となる法律名

国立大学法人法

１０．主務大臣

文部科学大臣
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１１．沿革

本学は、広く学術・文化の基礎及び応用を教授・研究し、平和的な国家及び社会の建設に

有為な人材を育成することを目的・使命として、昭和２４年５月３１日に、静岡・浜松両市

を拠点とする静岡県初の４年制大学として設置された。当初は、静岡市に置かれた文理学部

と教育学部、浜松市に置かれた工学部の３学部で構成された。その後、学部等の改組や新設

があり、人文、教育、情報、理学、工学、農学の６学部と人文社会科学、教育学、情報学、

理学、工学、農学、自然科学系教育部の７大学院研究科、専門職大学院の法務研究科、電子

工学の１附置研究所、８学内共同教育研究施設を有する総合大学となっている。

本学のキャンパスは、好対照をなす二つの都市に存する。静岡市は行政と商業の中心であ

り、浜松市は常に新たな産業創成の中心である。静岡キャンパスには、人文学部、教育学部、

理学部、農学部、４大学院研究科（人文社会科学、教育学、理学、農学、）及び法務研究科

があり、浜松キャンパスには、情報学部、工学部、３大学院研究科（情報学、工学、自然系

教育部）及び電子工学研究所がある。

１２．経営協議会・教育研究評議会

○ 経営協議会（国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関）

氏 名 現 職

石村 和清 財団法人浜松地域テクノポリス推進機構理事長
沖吉 和祐 独立行政法人日本学生支援機構理事
北原 和夫 国際基督教大学教授
杉田 豊 学校法人静岡文化芸術大学副理事長
角田 由紀子 弁護士
榎本 鉞夫 榎本工業㈱代表取締役社長

○ 教育研究評議会（国立大学法人の教育研究に関する重要事項を審議する機関）

氏 名 現 職

松田 純 静岡大学人文学部長
三橋 良士朗 静岡大学人文学部教授
今野 喜和人 同上
石井 潔 静岡大学教育学部長
山崎 準二 静岡大学教育学部教授
山本 章 同上
南 利明 静岡大学情報学部長
伊東 幸宏 静岡大学情報学部教授
杉山 融 同上
相原 惇一 静岡大学理学部長
加藤 憲二 静岡大学理学部教授
青山 昭吾 同上
中村 高遠 静岡大学工学部長
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大坪 順次 静岡大学工学部教授
柳澤 正 同上
碓氷 泰市 静岡大学農学部長
高木 敏彦 静岡大学農学部教授
滝 欽二 同上
水野 忠則 静岡大学大学院自然科学系教育部長
永津 雅章 静岡大学大学院創造科学技術研究部長
大江 泰一郎 静岡大学法務研究科長
福田 安生 静岡大学電子工学研究所長
小和田 哲男 静岡大学附属図書館長

「事業の実施状況」

Ⅰ．大学の教育研究との質の向上

１．教育に関する実施状況

（１）教育の成果に関する実施状況

年度計画 計画の進捗状況

新カリキュラム「全学教育 ・専門分野との有機的連携を有する幅広い教養、外国語に

科目」が、専門教育と有機 よるコミュニケーション能力、情報活用能力の向上、理

的連関を保ちながら、学士 系基礎教育、フィールドワーク教育、キャリア教育を柱

課程全般を通じて履修可能 とする全学教育科目カリキュラムを実施した。

な内実のあるものとなるよ ・全学教育カリキュラムの改正に伴う措置として、大学教

う、着実に実施するととも 育センターが、全学に共通する「教職科目」、「学芸員科

に、継続的な改善のサイク 目」、理系学部に共通する「理系基礎科目」を開設、実

ルを始動させる。 施することとした。

・評価会議が、「静岡大学における自己点検・評価に関す

る基本方針（案）」を策定し、教養教育について、平成

19年度に自己点検・評価を実施することとした。

大学教育センター企画･マ ・工学部がものづくりプログラムをスタートさせる等、各

ネジメント部門と学部との 学部は、全学教育カリキュラムの改正に合わせて、大学

連携を強化しつつ、各学部 教育センターの協力を受け、学部共通科目(共通専門）、

固有の教育の特色を生かし 高大連繋及び地域社会との連繋を重視したフィールドワ

た教育計画を策定する。 ーク科目の新設、実習科目の強化等、それぞれ固有の教

育理念のより一層の実現に向けた学資課程教育の再構築

に向けた取り組みを行った。

全学教育科目において、フ ・「地域をキャンパスに」をスローガンに、多数のフィー

ィールドワーク、キャリア ルドワーク科目（フィールド科学概論、フィールド科学

形成科目を開設し、実体験 演習、工学基礎演習、創造教育実習）を開設し、全学的

型教育やコミュニケーショ に教室外での学習機会を増やした。
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ン能力向上に配慮した教育 ・キャリア形成を目的に、全学生が１年次に「キャリアデ

を行う。 ザイン」を受講可能な体制を確立するとともに、授業の

中でキャリアアドバイザーによる特別講演を実施した。

また、高学年生を対象に、全学部にインターンシップ制

度を導入することによりキャリア形成教育の拡充を図っ

た。

・情報学部においては、大学教育センターと共同で「キャ

リアデザイン」について，教育モデルの検討、e-Learnin

-gの有効活用に関する検討、教材作成を行った。

企業や社会の現代的ニーズ ・現代的ニーズへの対応及び高度の専門的知識の修得を目

に対応した科目や高度な専 的に、以下の科目の開設・充実を図った。

門知識を習得できる科目の 人文学部：現場から学ぶ「公務労働の世界」を開講し

充実を図る。 た。

情報学部：ＩＳプログラムの科目（情報システムマネ

ジメント、情報システムデザイン演習、情

報システムマネジメント演習）において、I

T企業人を教育特任教授や特別講師として招

き実践的な教育を行った。

工 学 部：技術者としての素養の基盤となる「ものづ

くり経験」を充実させるためのものづくり

プログラムをスタートさせた。

：企業ニーズに応えるため、基礎電気電子工

学、基本技術実習及び基礎機械工学を開講

した。

農 学 部：技術者倫理を取り入れた講義「生命環境倫

理学」を開講した。

大学院へ進学し、高度専門 ・工学部では、１年前期で研究室での体験実習を行い、学

職業人及び研究者となる人 習意欲を促し、大学院への進学の必要性を理解させた。

材を養成する。

多角的な評価方法に基づい ・評価会議において、平成19年度に、教育成果の検証を中

た検証システムを導入し、 心に、卒業生・就職先企業・学生保護者・高等学校長へ

卒業生、雇用主による評価 のアンケート調査を実施する基本方針を決定した。なお、

を実施する。 これに先立ち在学生への定量・定性調査を実施した。

全学教育科目の外部評価の ・評価会議において、平成19年度に実施する自己点検・評

実施に向け、評価項目の設 価に備えて、評価の項目、観点、基準の設定の作業を開

定とともに、資料・データ 始した。
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の収集等について、検討を

始める。

個別指導を充実させるほ ・各大学院の取り組みは、以下のとおりである。

か、実務経験者、企業研究 人文社会科学研究科

者等による指導を行い、高 ：大学院臨床人間科学専攻の中に共生社会学

度な専門的知識を習得させ コースを設置し、臨床心理士資格に加えて、

る。 専門社会調査士資格の養成を開始した。

情報学研究科

：経済産業省・産学協同実践的ＩＴ教育訓練

基盤強化事業、文部科学省・先導的ＩＴス

ペシャリスト育成プログラムに採択され、

平成19年度から、企業との連携による高度

職業人教育を実施する体制を整えた。

：社会人リフレッシュ教育特別コースの社会

人学生を主な対象者として、IT企業人によ

りe-マーケティング特論、組織情報化設計

論、実践マネージメント特論を開講した。

理学研究科：大学院を対象としたキャリアデザインのた

めの寄附講義を行った。

工学研究科：事業開発マネジメント専攻を設置し、主と

して社会人を対象に実務経験者による授業

を開講した。

社会人学生の受講者数 9人

農学研究科：実務経験者や企業研究者による講演会を開

催し、また研究指導を受けた。

創造科学技術大学院

：基盤的共通科目及び特別講義において、実

務経験者による授業を実施した。

国際学会・シンポジウムの ・各研究科生の参加・発表状況は、次のとおりである。

企画及び発表等を積極的に 参加 発表 旅費の補助

推進し、国際的水準の高度 教育学研究科 2 2 無

な専門知識を習得させ、研 情報学研究科 14 13 有

究開発能力の向上に役立た 理学研究科 12 12 有又は無

せる。 工学研究科 94 87 有又は無

農学研究科 8 8 有

自然科学系教育部 18 16 有

電子科学研究科 12 12 有

計 160 150
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評価会議において、多角的 ・評価会議において、平成19年度に卒業生・就職先企業・

な評価方法に基づいた検証 学生保護者・高等学校長へのアンケート調査を実施する

システムを導入し、修了生、 基本方針を決定した。なお、これに先立ち在学生への定

雇用主による評価を実施す 量・定性調査を実施した。

る。 ・工学研究科では、過去数年の修士修了生の進路先と就職

依頼企業の動向を調査した。

（２）入学者受け入れに関する実施状況

各学部、研究科等の求める ・学部入試に関して、「静岡大学のアドミッション・ポリ

学生像をアドミッション・ シー（求める 学生像）」を策定し、「入学者選抜に関す

ポリシーとして募集要項に る要項」、「学生募集要項」に掲載した。

明示し、それにふさわしい ・ＡＯ入試、推薦入試において、面接試験を行い、アドミ

入試を実施する。 ッション・ポリシーに基づいた学生選抜を行った。

・大学院入試に関して、「静岡大学のアドミッション・ポ

リシー（求める学生像）」を策定し、平成19年度から「学

生募集要項」に掲載することとした。

全学入試センターを中心 ・入試説明会・進学相談会（県内外６会場で２回開催）、

に、進学相談を充実させる 土曜進学相談会、オープンキャンパス（夏秋２回開催）

等、優れた受験生を多数確 を実施したほか、「大学ネットーワーク静岡」主催の第

保するための対策を講ず １回合同進学相談会（静岡、浜松）、各種業者主催の進

る。 学相談会に参加した。

入試制度の多様化、入学機 ・専門高校生を対象とする特別選抜〔ＡＯ入試、推薦入試

会の拡充及び長期在学制度 （専門高校枠）〕を５学部で実施した。

の活用等により、社会人等 ・全学入試センターの主催により、ＡＯ入試、推薦入試（専

を含む多様な学生を受け入 門高校枠）の合格者を対象に、「プレ入学オリエンテー

れる。また、留学生受入れ ション」を実施するとともに、教育特任教授制度（平成

を促進する入試制度の導入 17年度導入）を活用し、入学前準備教育、入学後の補習

を検討する。 授業（数学、物理、英語）を実施し、これらの方策によ

り多様な履歴を有する学生の受入体制の整備を図った。

・各学部等の取り組みは、以下のとおりである。

・教育学部は、推薦入試に県立６高校を対象に「過疎地

域枠（２名）」を設けた。

・創造科学技術大学院は、ダブルディグリー・プログラ

ムを全国に先駆けて導入し、留学生の受入を促進する

体制を整えた。
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選抜制度別の入学生の学習 ・｢入学者選抜方法研究部会」で選抜方法に力点を置いた各

状況、進路等について追跡 種追跡調査の実施と研究成果の発表会を行ったほか、入

調査を行うとともに、多様 学生アンケートを通して学習指導要領の改訂に伴う学習

な選抜制度に対応した教育 履歴の調査等を実施した。

の充実を図り、選抜方法を ・各学部においても追跡調査を行った。

改良・適正化する。

（３）教育内容等に関する実施状況

全学教育科目及び専門科目 ・全学教育科目と学部専門科目のシラバスを統一し、「予

の各授業で予習復習を徹底 復習」欄を設置し、具体的指示を科目毎に行うこととし

させる。 た。

・レポート課題の提出、中間テスト、教材の事前提示等に

より予復習を促進する工夫を行った。

・予復習の時間を確保するための時間割編成を行った。

・実用英語教育ではCALLを利用する学生に対し自習課題を指

定した予復習を課した。

・一部科目（「ケアの科学」、「メディアリテラシー」、「情

報倫理と法」等）において、講義内容をＷｅｂに掲載し、

復習のための資料として活用可能とした。

高校教育との連携を考慮し ・専門高校出身者を対象に、教育特任教授による入学前準

たカリキュラムを実施する 備教育、入学後の補習授業（数学、物理、英語）を実施

とともに、今年度から開講 した。

される理系基礎科目の充実 ・理学部・工学部・農学部は、理系基礎科目に未履修者向

を図る けクラスを開設した。

卒業後の進路をふまえた教 ・理学部が平成19年度入学生よりインターンシップを単位

育プログラムにより、イン 化することにより、全学部での導入が実現し、キャリア

ターンシップを積極的に取 形成教育の拡充を図った。

り入れ、全学部での導入を

目指す。

各学部の教育目標に即し ・学部教育と大学院教育の円滑な接続を目的に、本学大学

て、学士課程教育と大学院 院への進学を希望する学生を対象に、大学院の授業科目

教育の連携に配慮した教育 の早期受講制度を導入することとし、農学部・農学研究

プログラムを策定する。 科は本年度後期から実施した。

・情報学研究科は、学部の３プログラム制度に対応した６
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年一貫教育を内容とする新カリキュラムを策定し、平成

20年度からの実施を決定した。

・農学研究科は、平成20年度に実施予定の大学院改組に向

け、６年一貫教育を内容とする新カリキュラムを策定し

た。

国際的通用性・共通性を有 ・ＪＡＢＥＥの認定を促進する方策の一つとして、共通教

するカリキュラム編成に努 育のシラバスに「成績評価基準」や「予復習」欄等必要

めるとともに、国際標準が な項目を設置した。

ある分野では教育目的に合 ・平成18年度において新たにＪＡＢＥＥ認定を受けた学部

致する限り、積極的に認定 ・学科

を受ける。 ・農学部森林資源科学科

学生の関心と学習目標に応 ・他学部開講科目の履修の促進を目的に、従来の自由科目

じて、他学部の授業の履修 制度（学部教 授会等の許可が必要。）に加えて、より

を奨励するとともに、大学 容易な履修を可能にする「全学開放科目」制度を導入し、

教育センター会議及び学部 全学で52科目を開放、各学部で認められた範囲内で卒業

において、転学部・転学科 単位として認定を行うこととした。

制度の改善に向け、引き続 ・各学部の転学部・転学科の実施要項を大学教育センター

き検討する。 のＨＰに掲載するとともに各学部に掲示し、学生への情

報提供の改善を図った。

静岡の文化、環境保全や地 ・各学部において、以下のとおり地域特性を生かした教育

域活性化等をテーマにした を導入した。

フィールドワーク教育等、 人文学部：地域の人たちと学ぶ、「フィールドワーク」

地域特性を活かした教育を 科目の導入。

導入する。 ：「外国人の見た日本のお茶」をテーマに展示

会・講演会を催した。

：県庁、市役所、地域経済界などから複数の講

師を招き、「政策特論Ⅱ」を開講した。

情報学部：コンテンツマネジメント、フィールドリサー

チ等々の授業科目で地域の産業・文化にふれ

る教育・研究を充実させた。

理 学 部：富士山・南アルプスおよび伊豆地域において、

植生と環境保全についての教育を展開した。

工 学 部：佐鳴湖の水質汚染問題など身近な環境問題を

取り入れた授業を開講した。

：製造業の街「浜松」に根ざした「ものづくり

教育」プログラムをスタートさせた。
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：現代ＧＰ「ものづくり教育はままつ10年構想

－小中高理科教育から技術者養成までのサー

モンプロジェクト－」（地域活性化への貢献

：地元型）に採択され、１年生の実習教育と

して「ものづくり教育実習ーロボット製作」、

「創造教育実習ー学生の自主的な発展的プロ

ジェクト」を実施し、基本的な機械加工技術

の習得、電子機器類を制御（ハードウェアの

製作、ソフトウェア技法）等に関する教育活

動を展開した。

農 学 部：フィールド科学概論・演習において、地域フ

ィールドを題材とした自主研究を展開し、地

域市民団体との連携を深めた。

理系学部、学科の学生に十 ・理学部・工学部・農学部は、理系基礎科目に未履修者向

分な基礎学力を習得させる けクラスを開設した。

ために、学生の学習履歴に

合ったカリキュラムを学部

横断的に展開する。

県内の公私立大学等と連携 ・県内の公私立大学等と連携した共同授業と連携講義を次

した共同授業・遠隔講義等 のとおり実施した。

を推進する。 参加大学名 受講者数 単位取得者数

共同授業 浜松医科大学外6大学2短期大学部 99 17

連携講義 浜松医科大学外1大学1短期大学部１研究所

90 21

シラバスに、予復習に関す ・全学教育科目と学部専門科目のシラバスを統一し、「予

る事項を明記する。 復習」欄を設置し、具体的指示を科目毎に行うこととし

た。

文系におけるディスカッシ ・各学部等で、学生参加型授業を以下のとおり実施した。

ョンや工学系のものづくり 人文学部：参加型学習の集約として、本年度に実施した

教育等、学生参加型授業を 外部評価において、評価委員を前に学生発表

積極的に推進する。 会を行い、優秀者を学科賞、研究奨励賞で顕

彰した。

教育学部：教育実践学教室では、富士見小学校での教育

体験活動について、学生・小学校教員、大学

教員からなる事後検討会『振り返りの会』）

を設け、ディスカッションを行った。
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情報学部：平成16年度に実施したカリキュラムの学年進

行により、３年次配当の演習科目において参

加型授業を推進した。

理 学 部：生命科学に関わる最新機器の開発者や動物飼

育・維持のプロからものづくりを学ぶための

ワークショップを開催した。

工 学 部：ものづくり導入教育を核とした「ものづくり

教育はままつ10年構想」が現代GPに採択され

た。

：全学教育科目の中で、１年前期に「工学基礎

実習」を開設し、ものづくりの基礎となる実

習を「マイクロロボット製作」を通じて学習

するプログラムを導入した。

：１年後期に「創造教育実習」を開設し、グル

ープ毎に課題を与えて、設計、部品購入、製

作、発表を行い、ものづくりを通じて工学を

学ぶことの重要性を体験させた。最後にコン

テストを行い、優秀グループを表彰した。

農 学 部：フィールド科学概論・演習で自主研究を推進

した。

：演習科目（植物生産学演習等）を増やし、学

生参加型授業を推進した。

e-Learningを組み合わせた ・各学部において、ビデオ、ＤＶＤ教材、パワーポイント、

授業や、様々なメディアを e-Learningを組み合わせた授業を実施した。

活用した授業を促進する。 ・情報学部において、e-LearningのためのＬＭＳ(BlackBoa

-rd)上に、プログラミング、コンピュータ入門、情報倫

理と法、メディアリテラシー等の講義コンテンツを整備

し、運用を行った。

全学的に、実習・フィール ・全学教育科目において、「フィールド科学概論」、「フィ

ドワークなど体験的授業の ールド科学演習」、「工学基礎演習」、「創造教育実習」を

単位化を進める。 開設した。

・学部専門科目において、「フィールドワーク基礎演習」（人

文学部）、「教職体験入門」（教育学部）、「ものづくり・

理科教育支援」（工学部）、「環境森林科学総合実習」、「森

林生態管理学実習」、「フィールド化学演習」（農学）を

開設した。

少人数教育等、個々の学生 ・各学部の少人数教育等の取り組みは、以下のとおりであ
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に対するきめこまかな指導 る。

体制の充実を図る。 人文学部：平均的な単位取得を下回る学生や留年を繰り返

している学生を年２回、教務委員会でリストア

ップし、各指導教員から指導を行った。

：履修者の多い授業科目(経済数学Ⅰ)を分割実施

した。

教育学部：「総合演習」（必修科目）の受講者数の上限設定

（15名）

情報学部：卒業研究演習の受講者数の上限設定（６名）を

行った。

：単位不足学生に関する情報共有を教員間で行う

とともに、学生の指導教員への定期的訪問制度

を設けた。

：保護者懇談会を実施し、学部の指導体制を紹介

するとともに、修学状況について指導教員と個

別面談を行った。

理 学 部：１年生から、少人数（10～15人）担任制や副担

任制を導入し、きめ細かな指導を実施した。

工 学 部：保護者懇談会を実施し、学部の指導体制を紹介

するとともに、修学状況について指導教員と個

別面談を行った。

：工学英語において、全教員による少人数教育を

実施した。

農 学 部：クラス担任制を維持するするとともに、オフィ

スアワーの充実に努めた。

授業のねらいと評価基準、 ・全科目について授業のねらい・到達目標、成績評価基準、

評価方法を学科等の教員集 成績評価方法をシラバスに記載し、また、成績評価結果

団単位で決定し、成績結果 の自己点検作業を全科目について実施することにより、

の説明責任を共同で負う体 今後、学部等が共同して授業のねらい等を決定し、成績

制を整備する。 評価に説明責任を負う体制確立に向けた環境整備を行っ

た。

・各学部の取り組みは以下のとおり。

・人文学部：法学科においては、専門科目の成績につい

て各科目ごとに成績評価分布状況を学生に

公表した。

：経済学科において、複数教員が担当する科

目について、授業内容・進度・テスト・評

価基準を統一した。

・情報学部：プログラム制推進ＷＧが、全科目の位置づ
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け及び目的を策定し、教授会で承認する取

り組みを行った。また、点検評価委員会が、

シラバスに記載された成績評価の目的と方

法について点検を行った。

・工 学 部：数学、物理において全学科統一試験を実施

し、評価の客観化・適正化を図った。

新たな成績評価制度を導入 ・成績評価の仕組みを、従来の４段階制（優・良・可・不

する。 可）、最低合格点５０点から、以下の制度に改正した。

修士課程においては、多様 ・情報学研究科：平成20年度実施に向けて策定した新カリ

な学生に専門的知識を修得 キュラムにおいて、１年次に「融合科目

させるため、他大学出身者 群」（選択必修科目）を設置し、他大学

や社会人入学者向けの大学 出身者及び社会人にとって、文工融合の

院導入科目の充実、それぞ コンセプトの理解、及び情報学の各分野

れのニーズに応じた体系化 の基礎的内容を修得する機会を提供する

されたカリキュラム案を策 とともに、「専門科目群」において、多

定する。 様な学生のニーズに対応した３プログラ

ムの体系的学修の機会を保障した。

・工学研究科：事業開発マネジメント専攻を設置し、企業

人、社会人、企業経験のない学生を受け入

れ、技術開発とその事業化、企業内の技術

経営的課題の解決を研究テーマとして、極

力職場を離れることのないようにカリキュ

ラを編成し、実施した。

：物質工学専攻ではJABEE対応のカリキュラム

に変更した。

・農学研究科：平成20年度に３専攻へ改組することを目指

し策定した新カリキュラムでは、専門性向

上と職業を直結させた汎用的学問を学ばせ

るために「インターンシップ」を導入、ま

た、過度な専門化を避けるために各専攻共

通科目を置くとともに、全専攻共通の「大

学院総合科目」を配置し、農学に必要な基

礎学力を学ばせることに重点を置いた。

自然科学系教育部におい ・自然科学系教育部において、専門科目に加え、短期集中

て、専門科目に加え、短期 型講義を採用し、必要な基礎知識を広く講義する「総論」、

集中型講義を採用し、必要 知的財産論等の「基盤的共通科目」を開設した。

な基礎知識を広く講義する
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「総論」、知的財産論等の

「基盤的共通科目」を開講

する。

シラバスに、授業内容、成 ・シラバスに、授業内容、成績評価方法の他、授業の目的

績評価方法等を明記する。 と目標、授業計画、オフィスアワー等の項目を設けた。

（４）教育の実施体制等に関する

全学的見地に立って各部 ・創造科学技術研究部に、専任教員として関係する４学部

局、センター等に教職員を から教育研究能力の高い40名及び学長管理定員から２名、

戦略的に配置する。 兼任教員として73名を配置した。

講座制の見直しや教員の柔 ・学校教育法の改正に伴い、教員組織の見直しを行い、学

軟な配置を図るとともに、 内規程等所要の整備を行った。

学校教育法改正による職名 ・准教授、助教の職の導入に伴う措置として、各部局にお

・職務内容の変更を考慮 いて資格審査基準の見直しを行った。

し、制度の運用について検 ・学部において教員の柔軟な配置の見直しを以下のとおり

討を進める。 行った。

教育学部：学部の地域貢献の質を高めるため、教育実践

総合センター地域連携部門に新たに「外国籍

児童支援分野」を設け、実務経験豊かな任期

付教員（２名）を配置した。

工 学 部：ものづくり教育の充実のため、創造教育支援

センターに教授ポスト２を配置した。

受講者の多い実験・演習科 ・受講生の多い、またアドバイスを多く必要とする講義・

目においては、原則として 実験・演習科目に優先的にティーチング・アシスタント

ティーチング・アシスタン を配置し、教育活動を支援した。

トを付けるなど教育活動を

支援するための体制を整備

する。

大学教育センターＦＤ資料 ・メディア教材の有効利用への支援の一環として、ＦＤス

室の資料を整備・拡充し、 キルアップ講座－「ホームページの作成」－を開催した。

メディア教材の有効利用を

進める。

附属図書館において教員及 ・図書館委員会の下に設置した学生用図書選定委員会が、
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び学生のニーズに相応しい 教員及び学生のリクエストを基に、学生用図書を分野別

学習用図書等の系統的整備 に選定・整備した。

を図る。

コンピュータ・リテラシー ・各部局の整備状況は、以下のとおりである。

教育やe-Learningのための 大学教育センター

施設設備を改善するととも ：情報処理リテラシー教育のための教育用端末の機器

に、CALLシステムを拡充・ 更新を実施したほか、新たに実用英語教育のためにC

整備する。 ALL専用教室を静岡キャンパスに１教室新設した。

総合情報処理センター

：社会人学生勉学環境の改善のため、バーチャルゼミ

ナールシステムの開発を進めた。

人文学部：研究室、法情報室に無線ＬＡＮを設置し、学

生による利用に便宜を図った。

：演習室を情報教育用に整備した。

情報学部：昨年度導入したウェブベースの英語教材を学

生が学部内ＬＡＮで利用する体制を整えた。

工 学 部：Webやe-Learning利用を促進するため講義コン

テンツ管理用サーバlecsysの運用を開始し、

多くの講義・演習科目等で利用した。

シラバスを完全電子化し、 ・シラバスの完全電子化を実現した。

内容の充実と検索・活用法 ・電子化したシラバスへの学内外からのアクセスを可能と

の改善を図る。 した。

学生への掲示・呼び出し等 ・インターネットのWeb上で履修登録、成績確認、卒業・進

の電子化等、学習環境の電 級判定や教務情報（休講、呼び出し、連絡）の提供を可

子・ネットワーク化を充実 能とする学務情報システムの導入に向け準備を進めた。

させる。 その結果、平成19年度後期からの試行、平成20年度から

の完全実施に向けた準備が完了した。

・情報学部において、レポートの提出・添削指導・採点をW

-ebベースで行うシステムを独自に開発し、ソフトウェア

実験Ⅰ、機械語と計算機械、プログラミング方法論で運

用を行った。

平成17年度の検討結果を踏 ・他学部開講科目の履修の促進を目的に、従来の自由科目

まえ、全学的協力体制の下、 制度（学部教授会等の許可が必要。）に加えて、より容

学生のニーズに応じて他学 易な履修を可能にする「全学開放科目」制度を導入し、

部・学科の授業科目履修を 全学で５２科目を開放、各学部で認められた範囲内で卒

容易にするとともに、全学 業単位として認定を行うこととした。
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開放科目の拡充を図る。

（５）学生への支援に関する実施状況

オフィスアワー、オリエン ・ガイダンス、オフィスアワー、授業相談メール等の利用

テーション、ガイダンスな の他に、各学 部において以下の取り組みを行った。

どを積極的に活用し、修学 人文学部：個別面談を実施し（年２回）、相談内容を「学

上の諸問題についての相談 生カード」に記載し、継続的に指導助言を行

・指導・連絡体制を確立す う体制をとった。

る。 情報学部：学生指導・相談週間（春秋実施）を設け、指

導教員がクラス学生全員を対象に個別に面談

・指導する体制をとった。

工 学 部：共通講座が「数学の広場」を開設し、授業に

関する質問や相談を受け付け、併せて自習を

行うことができる体制をとった。

自主的学習を支援する環境 ・附属図書館は、開館時間の延長を行うとともに、総合情

（施設・設備等）の充実を 報処理センターと協力し、情報端末の整備拡充、課外で

図る。 の利用拡大の取り組みを行った。

・大学会館の空き室を自習室として暫定利用した。

・課外での自主的学習を支援するため大学生協等厚生施設

の利用時間の延長を行った。

・各学部等における取組状況は、以下のとおりである。

人文学部：自主的学習を促進するためにゼミ共同研究の

中心となる3年生に対してコピーカードを支給

した。

：自習室を設置し、学習に必要な機材を設置し

た。

：学生の自主的な勉強会に教員が参加サポート

した。

情報学部：特色ＧＰの経費を利用し、情報学関連図書の

体系的整備を行った。

工 学 部：多数の教室や計算機室、自習スペース等を自

主的学習のために確保した。

農 学 部：学生の自主学習など多目的利用のための部屋

を確保した。

国際交流センター：コンピューターを使った自主学習や

課題作成を支援するため、コンピューター室

を留学生に開放した。
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表彰制度の積極的な運用を ・学位授与式で学業成績優秀者に対する学長表彰を行った。

図るとともに学業成績優秀 ・学業成績優秀者に対する奨学金制度の検討を開始した。

者に対する奨学金制度を導 ・各学部の取り組みは、以下のとおりである。

入する。 人文学部：学生発表会を外部評価委員の前で開催し、優

秀者を学科賞や研究奨励賞で顕彰した。

教育学部：４年生に対して学習奨励賞をもうけ表彰した。

また、全国的な大会などで優秀な成績を収め

た学生については、学部長表彰の制度を設け

た。

情報学部：浜松工業会（同窓会）の支援により、成績優

秀者（６名）に学習奨励賞を授与した。

理 学 部：各学科の成績優秀卒業生のを表彰に加え、修

士課程で特別研究優秀者を表彰することとし

た。

工 学 部：浜松工業会（同窓会）の支援により、成績優

秀者（18名）に学習奨励賞を授与した。

農 学 部：成績、プレゼンテーション能力、学会論文賞

受賞などを評価する学生の表彰制度（学部長

賞）により優秀な学生を表彰した。

電子工学研究所

：学術研究活動において顕著な業績を上げた学

生に堀井賞を授与した。

学生モニター制度やオピニ ・「オピニオンボックス」・「授業相談室」・「授業相談メー

オンボックスを活用して、 ルアドレス」等により学生のニーズを把握した。

学生のニーズを把握する。 ・各学部の取り組みは、以下のとおりである。

人文学部：学部懇談会（昼及び夜）及び大学院懇談会を

実施した。

教育学部：学生懇談会を実施した。

情報学部：「学生指導・相談週間」（年２回）を開設し、

学生のニーズの把握に努めた。

工 学 部：「提案箱」を設置して学生のニーズを把握し

た。

農 学 部：「何でも相談箱」を設置して学生のニーズを

把握した。

「指導教員の手引き」を作 ・現行の問題点を点検するため、複数の学生相談窓口間の

成して、生活面、修学面等 連携強化を図った。

に関する学生相談助言体制 ・保健管理センターと学生相談室が定期的な運営委員会を
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の充実を図るとともに、教 もち、全学的な合同研究会を開催した。

職員の助言能力を高める研 ・アカデミック・ハラスメントの防止と対応のため、各学

修を実施する。 部に委員会、相談員、相談箱を設けた。

・各学部の取り組みは、以下のとおりである。

人文学部：教職員の助言能力を高めるため、精神科医を

講師に招いて研修会を開催した。

教育学部：取得単位数が極端に少ない学生を対象に指導

教員に連絡し、指導を促す体制をとった。

情報学部：学生委員会作成の指針に基づき、修学・生活

の両面における学生の把握と適切な対応に努

めた。

工 学 部：保護者説明会・個別懇談会を行い、修学面で

の相談助言体制の充実に努めた。

農 学 部：保健管理センター教員による学生相談の実情

に関する説明会を行った。

・保健管理センター、学生相談室及びなんでも相談におけ

る相談件数（延べ）

保健管理センター 1,690件 なんでも相談 62件

学生相談室 650件

学生生活・就職支援チーム ・浜松地区に学生生活・就職支援を担当する職員１名を増

を中心に浜松キャンパスの 員した。

就職指導体制の充実を図

る。

キャリア・アドバイザーを ・本学卒業生をキャリアアドバイザーとして委嘱し、学生

活用する等して就職指導体 からの個別相談に対応したほか、「キャリアデザイン」

制の充実を図る。 の授業のなかでアドバイザーに特別講演を依頼した。

インターンシップ等の充 ・理学部が平成19年度入学生よりインターンシップを単位

実、同窓会との協力等によ 化することにより、全学部での実施が実現した。

り就職支援を進める。 ・各学部等の取り組みは、以下のとおりである。

人文学部：同窓会から講師を迎え、インターンシップの

ための講演会を行った。

教育学部：同窓会の協力の下、教員試験対策ガイダンス

を実施した。

情報学部：約1,000社に対してインターンシップに関する

アンケート調査を実施し、受入企業の発掘を

行った。

農 学 部：同窓会メンバーによる就職相談会を設けた。
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工学研究科

：大学院ＪＡＢＥＥ向けのカリキュラムに基づ

くインターンシップを実施し、大学院生15名

が受講した。

：スズキ株式会社との協定に伴う長期インター

ンシップを実施し、大学院生２名が受講した。

学業成績、奨学金の受給状 ・授業料免除における「独立生計」者の認定基準を見直し、

況、経済状況、生活実態を 実態に即した認定ができるように基準の改定を行った。

総合的に評価した、授業料 ・学業成績優秀者への授業料免除制度等の新たな助成制度

・入学料等の減免を含めた の検討を進めた。

新たな助成制度を確立す ・人文学部は、卒業生の寄付を基に、人文学部奨学基金制

る。 度を創設し、Ａ型（家計重視）、Ｂ型（成績重視）別に

各５名に支給した。

・工学部では、村川奨学金を一年生５名に支給した。また、

平成18年度に設立された三井デュポンフロロケミカルア

ジア諸国留学生奨学金制度に基づき、８名に支した。

各種奨励奨学金情報の入手 ・各種奨学金、授業料免除に係る情報をＨＰに掲載し、学

の利便化を図り、申請手続 生の利便性を向上させた。

きに関する支援を行う。

福利厚生の改善に向けた整 ・評価会議が在学生を対象に学生生活に関するアンケート

備計画を策定するため、学 調査を行い、福利厚生面の問題点を明らかにした。

生のニーズ調査を実施す

る。

静岡市産学交流センター等 ・各学部での取り組みは、以下のとおりである。

を活用した講座等の開講を 教育学部：大学院設置基準１４条適用の現職教員による

促進する等して、サテライ 修士論文研究発表会を附属学校のサテライト

ト教室の開設に向け基盤を 教室を利用して実施した。また、静岡市産学

充実する。 交流センターを会場に公開講座を開催した。

・理 学 部：静岡市産学交流センターにおいて、農学部・

創造科学技術大学院（教育部）と協力して、

「サイエンスカフェ」を実施した。

国際交流センターを開設 ・国際交流センターを開設し、留学生に対する全学的支援

し、学生交流部門を中心に 体制を構築した。

した全学的支援体制を構築 ・学生交流部門の教員が、留学生科目代表として大学教育

し、入学から修了までの教 センター会議に参加し、留学生関連授業のカリキュラム
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育指導・支援の充実を図 の充実を図った。

る。

日本語補講授業を単位化 ・従来の日本語補講授業を日本語教育プログラムとして単

し、留学生に対する日本語 位化し、カリキュラムの充実を図った。

・日本事情教育の内容の充

実を図る。

国際交流センター学生交流 ・平成18年４月から浜松キャンパス、10月から静岡キャン

部門において、留学生に対 パスにそれぞれ留学生カウンセラーを配置し、修学・生

する修学・生活面での相談 活面での相談体制を充実した。

体制及び広報活動の充実を ・留学生向けの英語版ＨＰの内容を見直し、平成19年度に

図る。 改訂することとした。

国際交流センターのリスク ・国内外における留学生の事故・事件に迅速に対応するた

マネジメントの視点から、 め、国際交流センターに、リスクマネージメントワーキ

国内外における留学生の事 ンググループを設け、平成19年度完成を目指してマニュ

故・事件に対処するための アル作りの作業を進めた。

体制を検討する。

全学的な正課外教育のコー ・全学学生委員会の下に置いた「部活動・サークル等正課

ディネート、個々のサーク 外活動への支援体制についてのＷＧ」が、顧問教員の位

ル活動への支援、施設の開 置づけと課外活動支援の在り方について答申を行った。

放など学生助育体制を充実 ・学長裁量経費600万円を課外活動支援経費に活用し、各サ

する。顧問教員の責任範囲 ークルに順次楽器や機材等の支援を行った。

についても検討を進める。 ・工学部では、学生委員会が「課外活動に対する支援経費

配分の基本方針」をまとめ、公認サークル活動を支援し

た。

静岡・浜松両キャンパスの ・静岡･浜松キャンパスのサークル 交流のため毎週土曜日

学生サークル交流の支援、 ・日曜日に東西交流バスを運行した。

留学生と日本人学生との交 ・日本人学生による留学生支援ボランティアを組織し、留

流など、多様な交流を推進 学生と日本人学生との交流会、討論会、授業参加、フィ

する。 ールドトリップなどを開催した。

学生ボランティア活動に対 ・学生防災ネットワークが企画する防災訓練等の活動への

する支援を充実する。 人的、財政的支援を行い、大学としてのサポート体制を

整えた。

・防災ボランティアのほか、環境サークルや外国人子弟支

援サークルなどが合同して、静岡大学学生ボランティア
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ネットワークを設立した。その活動拠点をとして防災ボ

ランティアセンターを提供した。

・情報学部では、地域連携推進室に地域連携コーディネー

タを配置し、学生のボランティア活動（小中学校への情

報教育支援）に対する支援を充実させた。

（６）教育活動の評価及びその改善に関する実施状況

学生による授業評価の結果 ・授業評価結果の担当教員へのフィードバックの方法とし

を、担当教員にフィードバ て新たに「授業カルテ」を導入し、改善事項の確認をよ

ックするとともに学生に向 り容易とした。

けて公開する。 ・授業評価の結果を後期から「授業アンケートに応えて」

という形式で学生に公開した。

評価会議において、卒業生 ・学生等による評価に関する基本方針を制定し、平成19年

等による外部評価を実施す 度に卒業生、修了生、就職先企業等、保護者、高等学校

る。 長などを対象としたアンケート調査を実施する体制を整

えた。

『教師必携』を活用して教 ・新任教員研修及び夏期FD研修会において『教師必携』を

育内容を充実させるととも 利用し、学生と教員とのインターアクションが重要なフ

に『教師必携』の一層の改 ァクターとして機能すること等、授業改善の取り組みを

善を図る。 行った。

・学生がFD活動に参加したことを踏まえて、『教師必携』

を平成19年度中に改訂することとした。

教員相互の授業公開を積極 ・各学部における取り組みは、以下のとおりである。

的に進め、日常的に授業改 人文学部：教員が随時授業を参観できる「授業参観制度」

善を行う。 を開始した。また、社会学科は「教員相互の授業

参観実施要項」を作成した。

教育学部：複数教員で担当している授業科目については、

教員相互の授業を公開し、授業内容の全体として

の整合性を図り、授業改善に努めた。

情報学部：Web（Black Board）を利用した授業公開（２

科目）を実施し、教員相互の意見交換の場を設け

た。

工 学 部：機械工学科及び物質工学科は、講義評価担当

教員２名で授業参観を実施した。

：電気電子工学科Eコースは授業参観を試行的に
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実施した。

教職員、学生など教育当事 ・夏期FD研修会では、学生が参加し、教員とともに授業改

者の対等平等なコミュニケ 善の取り組みを行った。今後、研修会のみならず、学生

ーションを通じてＦＤ活動 の意見や要望を吸い上げ、教員と学生とが共によい授業

を活性化させる。 作りに参画できるような組織の構築を目指すこととした。

・各種研修会への参加者数は、以下のとおりである。

新任教員FD研修参加者 33名

〃 エスコート 6名

夏期FD研修会参加者数 86名

〃 学生参加数 7名

スキルアップ講座参加者数 13名

・平成19年度から大学院教育のＦＤ活動を実施することと

し、そのための規則・組織整備を行った。

新任教員研修等を実施する ・新任教員ＦＤ研修会にベテラン教員が参加し、助言と指

とともに、教育改善のため 導を行った。

の総合的な研修制度の充実 ・全学ＦＤ委員会において、夏期ＦＤ研修会の在り方につ

を含めた方策を検討する。 いて検討を行い、学生参加型の研修会を開催することと

し、「学生とのインターアクション」をテーマに講演会

とグループワークの二部構成で実施した。

２． 研究に関する実施状況

（１）研究の成果に関する実施状況

学術と文化を支える基礎的

研究の上に立ち、国際的な

研究、地域に根ざした研究、

産業界や地方自治体等公的

機関と連携した研究を推進

する。特に以下の領域に重

点的に取り組む。

－光・電子・情報分野、特 ・21世紀ＣＯＥプログラム｢ナノビジョンサイエンスの拠点

にナノビジョンサイエンス 創成」が中間評価で最上位のＡ評価を得た。

領域における先端的研究 ・「浜松知的クラスター創成事業」の成果が全国第２位に

ランクされたほか、光・画像技術を利用した先端的な車

載用眠気検出器装置、高性能イメージングデバイス、元

素識別Ｘ線イメージングデバイス等を企業と共同開発し
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た。

・教員１名が電子スピンサイエンス学会奨励賞を受賞した。

・ナノメカニクス研究プロジェクトを設立した。

・川人教授：産学官連携功労者表彰「文科科学大臣賞」、

猪川教授：IEEE多値論国際シンポジウム(ISMVL)論文賞「A

Two-Bit-per-Cell Content-Addressable Memory using

Single-Electron Transistors」

田部教授：「高柳記念賞」を受賞。

－生命・環境科学に関する ・創造科学技術大学院を中心にグローバルＣＯＥプログラ

分野横断的な研究 ム（事業名：バイオ・ケミカルハザード統合対策拠点）

を申請した。

・海外先進研究実践支援プロジェクトで「人間共生科学の

構築をめざす諸学融合型研究」が採択された。

・三菱商事等に支援された「海洋生物研究国際プロジェク

ト：サンゴ礁ミクロ生態系・物質循環とサンゴの白化と

の関連の科学的解明」に関する研究（2005-2010）。

・「統合海洋掘削プログラム（IODP）」による海洋調査の成

果がSCIENCEに公表された。

・佐鳴湖汚染原因究明とその浄化を進める佐鳴湖プロジェ

クトの推進。

・バイオインフォマティクスの研究「de novo suquencing

問題に対するアルゴリズムの開発」を企業と共同研究。

・植物分子デザイン研究グループ、資源循環型バイオエン

ジニアリング研究グループ、生体膜を利用したバイオセ

ッシング研究グループなどの活動を開始した。

・地域生存環境におけるバイオリスクシステム評価に関す

る理学、農学が融合した研究プロジェクト及び農工連携

のための先進的工学基盤技術の構築に関する研究。

－アジアにおける自然と社 ・静岡県SOE（静岡県版COE）において、「アジア・太平洋

会・文化に関する研究 からみた欧米人とその文化表現に関する研究－20世紀初

頭ミクロネシア各地に伝播した新しい民俗芸能の源流を

辿って－」が採択され、研究を開始した。

・昨年度に引き続き、アジアの研究プロジェクト（アジア

の宗教と芸術表現の調査・研究）を展開した。

・新疆農業大学との学部間協定に基づき、野生果樹の保全

・調査に関する研究を開始した。

－地域に密着した課題を発 ・各部局において、以下の研究を進めた。
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掘し、その解決を目指す研 人文学部

究 ：「人口減少時代における地域社会の設計」、「定住外国

人の共生に関する法政策的研究」の２プロジェクトが

複数学部にまたがり地域とも連携した学際的研究を展

開。

：「地域司法サービスの歴史・現状・課題」を立ち上げ、

静岡県域における司法サービスの現状解明。

：「駿府・静岡の芸能文化の調査による静岡の文化創造

への寄与」を展開。

理 学 部

：知的創世プロジェクトあるいは都市エリア事業への参

加、駿河湾深層水の活用に向けた研究の静岡県、焼津

市との研究事業への参加。

：東海地震震源域監視研究を進めた。

工 学 部

：佐鳴湖汚染原因究明とその浄化を進める佐鳴湖プロジ

ェクトの推進。

農 学 部

：「次世代型食品産業の育成に関する研究－食品素材或

いはその精製物が持つ新たな生理機能の解明－」、「優

れた農林水産物の生産を支援する簡易な可搬型近赤外

分光装置の開発」「駿河湾開発プロジェクト」、「静岡

特産ウンシュウミカンの機能性成分であるβークリプ

トキサンチン並びにビタミンCの生合成・分解の調節機

構の解明」の各研究を進めた。

：先進的農業推進に向け、静岡県農業試験研究機関との

研究連携を開始した。

創造科学技術大学院

：光、輸送関係について地域企業との地域に密着した共

同研究、地域産業の振興に寄与する産業クラスター事

業に大きく貢献した。

：二輪車における情報提示技術に関する研究。

：破骨前駆細胞の分化阻害活性を利用した機能性食品の

開発。

：車載機器のためのシステム指向型ヒューマンインター

フェイスのモデル化とデータ収集システムに関する研

究。

ポテンシャルの高い研究者 ・部局横断研究プロジェクトとして、以下の研究を推進し

・研究者集団を部局横断的 た。
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に結集、組織化し、新しい ①「温暖化環境下における森林の環境適応の評価手法

研究領域を切り拓く。 開発とその広域森林管理への対応」

②「地域資源活用型の新規事業創出のための基盤技術

開発」

③「分子デザインによるロングライフ等高機能植物開

発のための地域産業貢献・先端教育基盤の創成」

④「先端プラズマ科学を融合した新しい学際的教育研

究基盤の構築」

⑤「高度化と国際化を推進する科学技術研究者育成プ

ロジェクト」

⑥「地域生存環境におけるバイオリスクシステム評価

の科学」

⑦「農工連携のための先進的工学基盤技術の構築研究」

⑧「ナノ構造体における新規物理現象の診断とその応

用に関する研究」

イノベーション共同研究セ ・イノベーション共同研究センターを窓口に、公共団体や

ンターを窓口に、地域と社 産学官連携組織等との連携・協力を強化し、研究成果発

会の要請に応え、共同研究 表会及び技術相談会等を通じて研究成果、学術情報を公

を推進し、研究成果、学術 表した。このため、分野別等に見た研究領域マップ、共

情報を公表する。 同研究結果テーマ集等を作成した。

研究成果発表件数 15件

技術相談会相談件数 115件

・地域社会文化研究ネットワークセンターがイノベーショ

ン共同研究センターと共催で、「静岡大学人文系学部は

地域を支援します」研究課題発表会を産学交流センター

で開催するとともにホームページに「相談窓口教員デー

タベース」を備え、情報の更新を随時行った。

知的財産本部を中心に、静 ・静岡キャンパスでの研究成果からの技術移転の促進を図

岡ＴＬＯ等との連携を強化 るため、静岡キャンパスに知的財産コーディネータ１名

し、技術移転の促進を図る。 を配置し、技術移転を求める企業からの情報の収集と配

信・広報を行った。また、研究成果から権利行使できる

信頼性の高い特許として出願した。

・出願件数は、次のとおりである。

国内出願 外国出願

単願 共願 名義変更

平成16年度 36件 19件 28件 11件

平成17年度 34件 40件 0件 21件

平成18年度 57件 47件 58件 20件
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・平成18年度の知財活用による契約金額は、16,800千円（8

件）。

浜松、静岡各地域の産学官 ・浜松、静岡各地域の公共団体や産学官連携組織等との連

連携組織との連携により、 携・協力により、各種研究成果発表会や展示会を開催し、

新産業の萌芽となる未踏技 新産業の創出を目指した未踏技術研究開発、ベンチャー

術研究開発、ベンチャー起 起業を目指した研究の推進・発展に寄与した。

業を目指した研究をそれぞ ・産学協同のICタグの活用研究を推進した。

れ推進する。 ・産学官が連携したJSTシーズ発掘試験研究に５名の研究者

が採択され、研究を展開した。

・情報セキュリティマネジメント技術の開発を進めた。

・情報セキュリティシステムを地域に展開するベンチャー

企業、(株)ITSCを設立した。

行政機関、社会諸団体等の ・講演会や各種審議会を通した専門的知識の提供は、以下

要請に応える講座や講演 のとおりである。

会、各種審議会、各種相談 講座・講演会 各種審議会 その他

窓口等を通した、専門的知 人文学部 6件 4件 ( 4名) 39件( 41名)

識の提供を推進する。 教育学部 362件 6件 ( 6名) 80件( 85名)

情報学部 21件 1件 ( 1名) 13件( 14名)

理 学 部 6件 3件 ( 3名) 24件( 25名)

工 学 部 5件 2件 ( 2名) 39件( 43名)

農 学 部 9件 3件 ( 3名) 37件( 45名)

創造科学技術大学院 18件 0件（ 0名） 13件( 16名)

法務研究科 0件 0件（ 0名） 10件( 10名)

電子工学研究所 0件 1件 ( 1名) 12件( 12名)

大学教育センター 11件 0件（ 0名） 1件( 1名)

全学入試センター 70件 0件（ 0名） 0件( 0名)

国際交流センター 9件 0件（ 0名） 0件( 0名)

総 合情 報処 理セ ンタ ー 6件 0件（ 0名） 0件( 0名)

イ ノベ ーシ ョン 共同 研 究セ ンタ ー 4件 0件（ 0名） 3件( 3名)

生 涯学 習教 育研 究セ ン ター 39件 1件（ 1名） 11件( 11名)

計 566件 21件 (21名) 282件(306名)

昨年度実績 439件 59件（64名） 452件(497名)

（２）研究実施体制等の整備に関する実施状況

研究戦略会議において、部 ・研究戦略会議において、学長裁量経費の競争的配分によ

局横断的な研究プロジェク り、部局横断研究プロジェクト８件に予算の重点配分（総
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ト、部局内の分野横断的な 額83百万円）を行った。

研究プロジェクトの推進を ・学長裁量経費を原資として、各部局において以下の分野

図り、その取組みを支援す 横断的研究プロジェクトを立ち上げ、推進した。

る。 人文学部：「フィールドワークを中心とした特色ある教育

・研究活動推進プロジェクト」

：「All about Tea 第一巻第一冊【歴史】翻訳と

研究」

教育学部：｢実践参画型を含む教員養成カリキュラム開発及

び授業改善に関する研究」

情報学部：「スケーラビリティのある次世代XML問い合わせ

処理に関する基盤的研究」

：「人間の対話コミュニケーション場面における

身体性機能モデルの構築」外７件

工 学 部：「ボトムアップ・トップダウン融合型ナノファ

クトリーの実現」

創造科学技術大学院

：「高度化と国際化を推進する科学技術研究者育

成プロジェクト」外３件。

客員教授等の制度を積極的 ・客員教授２名が、特別教育研究経費（継続事業）の地下

に利用し、学外研究者との 構造のアクティブメソッドの事業に参画するとともに科

協力により研究の活性化を 学研究費補助金（基盤研究）に採択された。

図る。 ・客員教授制度の活用の状況は、以下のとおりである。

〔学部〕

区分 人文 教育 情報 理学 工学 農学 計

平16年度 1 3 16 3 1 0 24

平17年度 0 2 18 8 8 1 37

平18年度 0 1 21 7 1 0 30

〔研究科・研究所・学内共同教育研究施設〕

区分 工研 創造 科研 理工 電研 ｲﾉﾍﾞ 遺伝子 計

平16年度 － － 4 0 0 14 0 18

平17年度 － － 4 8 4 18 2 36

平18年度 25 4 1 2 6 17 1 56

教員特別研修制度による派 ・研究専念期間制度の一環として、教員特別研修制度によ

遣を引き続き実施し、研究 り国外３カ国４大学、国内１大学に５名を派遣した。

を推進する。 研修期間 研修機関所在国 派遣教員数

人文学部 12月 中華人民共和国 1名

〃 6月 〃 1名
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教育学部 10月 ニュージーランド 1名

〃 10月 日本 1名

理学部 6月 アメリカ合衆国 1名

技術職員の資質向上を図る ・技術職員の資質向上と近隣大学との情報交換を目的に技

とともに、教育研究への支 術報告会を開催し、報告集を発行した。

援体制を整備する。 ・技術職員を対象に、以下を始めとした各種講習会への参

加を推進した。

・Adobe PDF次世代徹底活用セミナー

・富士通ネットワークソリューションフォーラム

・工学部では、教育研究の支援及び技術に関する専門的業

務を円滑かつ効率的に処理するため、技術部を改組し、

実験教育支援室、学科系技術支援室、基盤技術支援室、

情報技術支援室及び安全衛生支援室を設置し、各支援室

に技術職員を配置した。

プロジェクト研究にリサー ・プロジェクト研究でのＲＡの活用状況は、以下のとおり

チ・アシスタントを積極的 であり、前年度（65名）に比べ増加した。

に活用する。 農学研究科：食物繊維摂取時の消化管バリア機能に

関する研究 6名

理工学研究科：アクロス地震予知プロジェクト 28名

電子科学研究科：運動検知に関する研究 14名

自然科学系教育部：スピン効果を用いた光誘起電子

移動反応過程の解明 23名

合計 71名

大学または部局の重点研究 ・学長特別裁量経費Ⅱ型（1.5億円）を、今後の競争的資金

に、優先的に研究資金を配 獲得のシーズ育成を目的に、学内公募により、役員会が

分する。 「高度化と国際化を推進する科学技術研究者育成プロジ

ェクト研究」等19件を選定の上、配分した。

萌芽的な研究や若手研究者 ・学長裁量経費（Ⅰ型）（１億５千万円）を外部資金の獲

への支援を強化する。 得状況に応じて各部局に競争的に配分し、その一部を各

部局の判断で、萌芽的な研究や若手研究者支援に充当し

た。

研究室の有効活用及び研究 ・共通教育Ｃ棟学生実験センター化第２期改修工事を実施

設備の共同利用を推進す し、各学部施設で行ってきた学生実験機能をセンターに

る。 集約し、後スペースの有効活用を図った。

・創造科学技術大学院設置に伴うスペースは、既存施設の
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有効利用で対応した。

・各部局における取り組みは、以下のとおりである。

人文学部：部内施設委員会で研究室等の有効活用を検討し、

院生の共同研究室拡充の整備などを行った。

情報学部：施設マネジメント委員会で前年度策定した研究

室等の施設の利活用計画を実施した。

工学部：実験室、実験装置などの共用化を図った。

：総合研究棟１Ｆに大型共通汎用機器を移設し、共

同利用の促進を図った。

農学部：前年度設置した共同利用スペース（レンタルラボ、

約300㎡）を引き続き整備するとともに、新たに共

同利用スペース（バイオ工学ゾーン約95㎡）を整

備した。

：演習林資料室を改修し、会議・演習などに使用で

きる学部共通の多目的室とした。

電子工学研究所：極低温室を改修し、ナノデバイス評価セ

ンターを設置した。

：評価装置等大型機器を移設、集中化した。

遺伝子実験施設：共同利用機器を適切に管理し、利用者か

らの技術サポートの依頼に対応し、共同

利用を促進した。

：利用頻度が高いDNAシーケンサーに関し

て、92回分のゲル及びバッファーを作成

し、利用者に貢献した。

：DNA塩基配列の受託解析サービスを開始し

た。

・学内共同教育研究施設における利用状況は以下のとおり

である。

平成18年度 平成17年度

遺伝子実験施設 136人 131人

機器分析センター 227人 188人

全学的なマネジメントの下 ・施設マネジメント委員会が策定した「共通教育Ｃ棟の有

に施設の有効活用を図ると 効活用について」に基づき、学生実験センター化第２期

ともに、改築又は補修を行 改修工事を実施し、学生実験室及び各学部実験室の有効

う。 活用と稼働率の向上を図った。

・施設修繕改善事業の主な実施状況は以下のとおりである。

・受電施設の改善

・消火用総帥施設の機能確保

・実験排水の水質の確保
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・屋外運動場の改善

情報のセキュリティを確保 ・新情報基盤整備を完了し、運用を開始した。

し、かつ性能のよいネット ・総合情報処理センターがコンピュータウイルスや不正ア

ワーク環境を整備する。 クセス等に対する安全管理の国際認証「ISO27001」を取

得した。

高度な数値計算に必要な性 ・ISO27001審査にて高い評価を得た。

能を有する計算環境を確保 ・計算機サーバーのスペックを上げ、計算速度を従来機よ

する。 り大きく向上させた。

図書館建物及び設備の整備 ・附属図書館整備マスタープランの中で、効率的な情報提

により効率的な情報提供を 供を可能とする設備改善について、検討を行った。

可能とする研究環境を検討

する。

図書及び電子資料類の系統 ・電子ジャーナルについて、価格上昇分の予算措置を行い、

的整備を行う。 4,150誌（700誌増）の購読を確保した。

・Oxford University Pressの電子ジャーナル・アーカイブ

（137誌，論文約80万件のバックファイル・アクセス）を

充実させた。

・次年度に向け、教員・大学院生を対象に電子ジャーナル

及び二次資料データベースについてのアンケートを実施

した。

大型研究装置の導入に向 ・NMR装置104百万円（静岡キャンパス）及び電子ビーム描

け、競争的資金の獲得を目 画装置89百万円（浜松キャンパス）を特別支援経費とし

指すとともに、共同利用等 て導入し、共同利用できる体制を整備した。

のマネジメントについて検

討を行う。

知的財産本部の組織を理事 ・理事（学術・情報担当）が知的財産本部長を兼任して、

の下に置き、機能の充実を 知財の管理活用を直接指揮する体制とした。

図る。 ・知的財産本部の機能充実と効率化を図るため、知的財産

セミナーの開催、知的財産事務の学内人材育成研修を実

施し、職務発明規則など関連諸規則を改正した。

特許取得及び特許の活用を ・特許の取得及び特許の活用を拡大していくために、年度

拡大する。 毎の目標値の設定を行うが、技術移転に必要な特許の出

願を行い、必要に応じて権利化する方針とし、外国出願
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特許については、科学技術振興機構（JST）による外国出

願支援事業等を活用した。

・目標値と年度末時点の実数値は、以下のとおりである。

目標値 実数値

発明件数：110件 124件

出願件数： 80件 104件 外国20件（JST支援16件

を含む）

取得件数： 40件 37件 外国 3件

知的財産本部の戦略の下 ・大学発ベンチャー企業の設立実績は、以下のとおりであ

に、大学発ベンチャー企業 る。

の創出や静岡TLO等を通じ ・株式会社デザインルール

た技術移転促進を図るとと ・株式会社ＩＴＳＣ

もに、静大ベンチャーパー ・ＭＤルミナス株式会社

トナーズ（静大ファンド） ・静大ベンチャーパートナーズを活用して積極的に技術移

を活用し、技術移転の事業 転の事業化を促進した。

化を促進する。 平成18年度までの投資対象は、６社

・ＪＳＴの「新技術説明会」による技術移転の促進の平成

18年度の成果は、以下のとおりである。

①サンプルの提供 1件

②共同研究の実施 6件 12,825千円

③ライセンス 7件 10,500千円

・ＪＳＴイノベーションサテライト静岡を浜松キャンパス

に誘致した。

サテライト静岡を介して採択された事業は、以下のとお

りである。

・「重点地域研究開発推進プログラム」育成ステージ

採択3件

平成18年度から3カ年（30,000千円/年×3年）

平成18年度契約額 15,000千円

・「実用化検討に係る可能性試験」 採択4件 計80,000

千円

・技術移転促進のため各研究成果発表会等の場を活用して

企業向け相談会等（実施回数）を行った。

「イノベーションジャパン2006」研究展示12件、新技術

説明会10件

JST共同主催「新技術説明会」未公開特許の紹介14件

JST共同主催「シーズイノベーション化事業」共同研究

テーマ13件

コーディネータによる技術相談 250件以上
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未踏技術開発等につなが ・本学における共同研究、プロジェクト研究の獲得状況は、

る、国、自治体、研究機関 以下のとおりである。

とのプロジェクト研究や、 平成18年度 平成17年度

社会のニーズに基づく共同 ・共同研究： 259件 236件

研究を推進する。イノベー ・プロジェクト研究： 46件 35件

ション共同研究センターに 国 4件 5件

おいては、さらなる共同研 自治体 2件 1件

究、プロジェクト研究の増 公益法人（国からの委託先）36件 23件

加と大型プロジェクトの獲 大学 1件 1件

得を目指す。 企業 2件 5件

公共団体（商工会議所） 1件 0件

研究戦略会議において、学 ・研究戦略会議において、学部等と学内共同研究施設との

部等と学内共同研究施設と 連携によるプロジェクト研究、分野、学部横断的なグル

の連携によるプロジェクト ープ研究の推進を図った。

研究、分野、学部横断的な ・遺伝子実験施設、理学部、農学部との連携で植物分子デ

グループ研究の推進を図 ザイン研究グループを結成した。

る。

リサーチ・アシスタント配 ・平成18年度のリサーチ・アシスタントの採用状況は、以

置などにより、研究活動を 下のとおりである。

支援する体制の充実を図 平成18年度 平成17年度

る。 農学研究科 6人 7人

理工学研究科 28人 40人

電子科学研究科 14人 18人

自然科学系教育部 23人 －

合計 71人 65人

（３）研究活動の評価及びその改善に関する実施状況

評価会議において、研究活 ・教員の個人評価に関する基本方針、実施要項等をとりま

動面に関する全学的な自己 とめ、全教員に対しパブリックコメントを求めるととも

評価システムを構築する。 に、各部局に対し意見の聴取を行い、平成19年度試行に

向けた体制を整備した。

研究の評価結果を資源配分 ・予算管理委員会において、研究の評価結果を資源配分に

に反映するシステムを検討 反映するシステムを検討している。

する。
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３．社会との連携に関する実施状況

生涯学習及び社会人教育に ・役員会の下に生涯学習教育研究センター改組検討WGを設

関する大学の活動を統合・ 置し、「静岡大学の地域連携に関するマスタープラン及

調整するために、生涯学習 び生涯学習教育センター改組案」を役員会に答申した。

教育研究センターなど既存

の組織を見直し、新たな体

制を整備する。

社会人入学制度、リカレン ・平成17年度に試行的に実施した市民開放授業は、平成18

ト教育、高度専門職業人教 年度から本格実施に移行し、以下のとおり、前年度に比

育、生涯学習支援者教育の べ開講科目数、受講者数とも増加した。あわせて、市民

拡充を図る。 の参加により授業が活性化するという副次的効果を得た。

・市民開放授業 開講科目数 同受講者数

平成17年度 254科目 106名

平成18年度 383科目 154名

・生涯学習指導者研修事業を実施した。参加者数は以下

のとおりである。

平成17年度 85名

平成18年度 80名

・社会人入学に関する各部局の取り組みは、以下のとおり

である。

情報学部：社会人特別選抜枠で社会人１名を受け入れた。

理学部：社会人特別選抜枠で社会人を受け入れた。（1名）

人文社会科学研究科：長期在学制度及び研究科の受験資

格で、「４年制大学卒業に準じる」

規定を運用し、臨床人間科学専攻

で職業をもつ社会人を受け入れた。

（５名）

教育学研究科：全専攻において、現職教員を受け入れた。

（14名）

情報学研究科：社会人リフレッシュ教育特別コースに社

会人を受け入れた。（２名）

工学研究科：事業開発マネジメント専攻において、社会

人を受け入れた。（14名）

創造科学技術大学院：社会人特別選抜枠で社会人を受け

入れた。(23名)
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小学校・中学校・高校など ・サイエンスパートナーシッププロジェクトの取り組み

教育現場の連携ニーズに対 情報学部：「情報学研究体験セミナー」４高校、13名が

応して、大学教員の派遣、 参加。

教員研修会、生徒の受入れ 理 学 部：「分子の活性化による化学発光セミナー」１

などにより教育支援活動を 高校、延べ212名が参加。

行う。 ：「筋肉の働きを学習するセミナー」１高校、

延べ54名が参加。

工 学 部：「ロボットはどのように動くのかー自分で作

って考えてみよう」１小学校、34名が参加。

遺伝子実験施設：「遺伝子組換え実験教育研修会」県内

高校理科教員6名が参加。

・スーパーサイエンスハイスク－ルの取り組み

工 学 部：「数学セミナー」１高校、41名が参加。

遺伝子実験施設：「遺伝子実験セミナー」１高校、41名

が参加。

・出張授業のの取り組み

派遣先学校数及び派遣教員数は、以下のとおりである。

人文 教育 情報 理学

学 校数 教 員数 学校 数 教 員数 学校 数 教 員 数 学 校数 教 員数

平16 24 27 21 22 14 15 6 7

平17 24 27 24 24 13 14 3 3

平18 20 21 21 21 11 12 9 9

工学 農学 計

学 校数 教 員数 学校 数 教員 数 学 校数 教員 数

平16 30 32 12 13 107 116

平17 31 31 9 9 104 109

平18 24 24 9 9 94 96

・その他の取り組み

人文学部：「効果的な高大連携教育プログラムの開発に

関する調査・研究」（学部長裁量経費）によ

り静岡市立高校で「現代社会」の授業を３名

の教員が全３回担当した。

：生命ケアの比較文化論的研究プロジェクトで

中高校における生命教育プログラムについて

担当教諭と検討し、その成果を科研費報告書

にまとめた。

教育学部：学校現場の連携ニーズに応えるため、静岡県

教委、静岡市教委の協力を得て県内小中６校

の連携協力校を定め、組織的な教育支援活動
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を行う体制を確立した。

情報学部：学生による浜松市内公立小・中学校の情報教

育に対するボランティア活動を行った。

工 学 部：地域再生計画（浜松市）事業に、現代ＧＰ「も

のづくり教育はままつ10年構想ー小中高理科

教育から技術者養成までのサーモンプロジェ

クトー」（地域活性化への貢献：地元型）及

びはままつデジタル・マイスター（ＨＤＭ）

養成プログラムとして参入し、小中校生向け

ものづくり教育を実施した。

：「理数大好きモデル地域事業（浜松市）」と連

携して、小中学校教諭を対象とした研修会を

３回開催（参加者数：177名）、また小中学校

児童・生徒向け講習会を15回開催（参加者数

：1,066名）した。

：高校生のための「ものづくり」体験セミナー

を大学と企業と高校の３者が連携して、高校

生の技術に対する意識改革を実体験学習によ

り育成するため、工学部特別企画として、「ロ

ボットコース」、「航空宇宙コース」、「自然エ

ネルギーコース」を実施し、４校、19名が参

加。

大学教育センター：授業評価部門専任教員を高校等から

の要請に応え、研修会講師として派

遣した。

科目等履修生の受け入れ、 ・各学部の科目等履修生（延べ人数）の受入状況は、いか

資格取得講習の開催等を通 のとおりである。

じて、社会人のブラッシュ 人文 教育 情報 理学 工学 農学 人 文 研 教 育研 工 学研

アップの場を提供する。 Ｈ17 103 83 0 18 13 4 13 1 0

Ｈ18 65 93 2 1 19 3 0 0 1

農 学研 大学 教育 セン ター 計

(共 通 科目 )

Ｈ17 0 1 236

Ｈ18 2 2 188

・各部局の社会人のブラッシュアップ関連の取り組みは、

以下のとおりである。

教育学部：附属教育実践総合センターが主催する公開講

座の実施を通じて社会人のブラッシュアップ
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の場を提供した。

生涯学習教育センター：国立教育政策研究所の社会教育

主事講習Ｂを県教育委員会と共催で実施した。

ニーズ調査に基づき、地域 ・各部局の主な活動状況は、以下のとおりである。

住民の知的要求に応えうる 人文学部：公開講座「駿河の歴史と文化の創造」、「対人

公開講座、講演会、シンポ 援助の倫理と法」、「茶文化と日本人のくらし」

ジウム等を積極的に開催す を開講した。「翻訳文化研究会」を市民の参加

る。また、静岡市産学交流 をえて主催した。

センター等の利用を促進す 理学部：社会人を主な対象とした「サイエンスカフェ」

るため、学長裁量経費によ を実施した。

り経費面での支援を行う。 工学部：本学聴講生であった本田宗一郎氏の生誕１００

年を記念し、市民向け特別講演会を実施した

農学部：生命科学若手フォーラム、静岡大学生物産業創

出推進シンポジウム、駿河湾地域新事業推進講

演会などバイオサイエンス及びフーズサイエン

スに関わるシンポジウムを開催した。

：「食と農を考える」シンポジウムに一般市民を

含む約180名が参加した。

工学研究科：事業開発マネジメント専攻が、社会人を対

象に技術経営に関するﾌｫｰﾗﾑ（１回）、ｵｰﾌﾟ

ﾝ講座（６回）、独自講座（３回）を開催し

た。

国際交流センター：第１回公開講座「日本語教育を考え

る」を10月から５回にわたって静岡市産学交流

センターで開催した。

総合情報処理センター：情報セキュリティに関する「公

開セミナー」を実施した。

キャンパスミュージアム：南極観測の成果を「静大生の

南極」として展示した。

・公開講座等の活動実績は、以下のとおりある。

公開講座 講演会 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ その他 計

人文学部 0 2 0 0 2

教育学部 6 0 0 0 6

情報学部 0 1 1 0 2

理学部 0 0 1 0 1

工学部 23 1 0 0 24

農学部 0 6 1 0 7

法務研究科 0 3 1 0 4

創造科学技術大学院 4 4 1 0 9
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電子工学研究所 0 1 0 0 1

大学教育センター 0 3 1 0 4

全学入試センター 0 1 0 0 1

国際交流センター 1 1 0 0 2

遺伝子実験施設 0 0 0 8 8

機器分析センター 0 1 0 0 1

総合情報処理センター 0 5 0 0 5

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ共 同 研究ｾﾝﾀｰ 0 6 6 0 12

生涯学習教 育 研究ｾﾝﾀｰ 6 8 3 0 17

計 40 43 15 8 106

地方自治体主催の市民講座 ・各部局における主な取り組み状況は、以下のとおりであ

等の教育サービスと連携し る。

協働する。 生涯学習教育研究センター

：富士川町の静大特別公開講座、浜松市春野町

との「飛ぶ教室」､御殿場市･浜松市浜北事務

所の市民講座などと連携事業を実施した。

人文学部：静岡県主催第11回 静岡アジア・太平洋学術フ

ォーラム「文化のグローバル化とアジア」の

開催に貢献した。

：社会保険庁主催「ねんきん公開講座」におい

て、教員・学生がパネリストとして参画した。

教育学部：地方自治体主催の講座に延べ124名の教員が、

連携協働した。

工学部：浜松市博物館の主催する「イロハの"イ"テレビ

事始」事業を後援し、学内に保存している資料

を提供した。

創造科学技術大学院

：自治体主催の市民講座に教員が講師として参

加した。

国際交流センター

：学生交流部門の複数教員が、(財)浜松国際交

流協会主催の「日本語ボランティア養成講座」

「日本語ボランティアスキルアップ講座」で

講師を務めた。

市民相談部門（こころの相 ・こころの相談室では、延べ452件の相談に応じた。法律相

談室、法律相談、技術相談 談の活動を推進してきた。

等）の活動を推進する。 ・こころの相談室、法律相談、技術相談（技術相談会に技

術相談を除く）の活動実績は、以下のとおりである。
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区 分 こころの相談室 法律相談 技術相談※

平成17年度 708件 17件 120件

平成18年度 452件 23件 139件

※技術相談：イノベーション共同研究センターにおける

受付件数

外国人居住者との共生に向 ・各部局における主な取り組みは、以下のとおりである。

けた施策など地域的課題に 国際交流センター

応える。 ：外国人居住者に対する日本語教育を側面から

支援するために、公開講座「日本語教育を考

える」を開催した。

人文学部：外国人居住者との共生に向けた施策など地域

的課題に応える研究プロジェクトを推進した。

教育学部：教育実践総合センター地域連携部門に新たに

設けた「外国籍児童支援分野」所属教員を中

心に浜松市との協同による外国籍児童就学前

体験教室「ぴよぴよクラス」などの事業に取

り組んだ。

大学の活動に関する情報 ・大学及び各部局のイベント、研究成果、教育の取り組み

を、広く地域に向けて発信 等を新聞、テレビ、ラジオ、ホームページを通じて発信

する。 した。

・全国紙（静岡県内版の全一面）に、大学の教育・研究・

地域貢献における活動を掲載した。

地方自治体・教育委員会・ ・独立行政法人中小企業基盤整備機構との間で「浜松イノ

産業界などとの交流の場を ベーションキューブに関する業務の連携及び協力に関す

多様化し拡充する。 る協定」を締結した。

・各部局における主な取り組みは、以下のとおりである。

人文学部：地域社会文化研究ネットワークセンターがイ

ノベーションセンターと共催で、「静岡大学

人文系学部は地域を支援します」研究課題発

表会を産学交流センターで開催し、行政や研

究機関、企業などの関係者を招いて、人文学

部の地域連携シーズ10件を披露した。

：法学科行政学ゼミは清水まちづくりカレッジ

（都市再生機構主催）に参加し、まちづくり

政策の立案を行った。

情報学部：学生による浜松市内公立小・中学校の情報教

育に対するボランティア活動について、市教
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育委員会と意見交換を行い、情報教育支援ボ

ランティア活動の充実を図った。

農学部：県農林水産部と連携して先進的農業推進協議会

を立ち上げ、成果発表会、講演会、シンポジウ

ムを開催した。

大学発のベンチャー企業を ・ベンチャー企業支援等を目的に清水銀行及び清水地域経

積極的に創出し、成長発展 済研究センターと業務協力覚書を締結する等、大学発ベ

のため、経営の質を重視し ンチャー企業に対する資金面、人材面等の支援並びに指

た支援指導を実施する。 導を強化した。

・平成18年度に設立した企業は、以下のとおりである。

・株式会社デザインルール

・株式会社ＩＴＳＣ

・ＭＤルミナス株式会社

多様な形態による附属図書 ・県立中央図書館が提供する県内図書館横断検索システム

館の地域公開を進める。 「おうだんくん」への参加（本学所蔵資料の情報公開と

公共図書館向け資料貸出）、県立中央図書館との貸借資

料の相互搬送、浜松市立城北図書館の移転開館にあわせ

た連携（事前見学会開催ほか）等新規の取組みを行った。

・市民の利用状況：

平成18年度 平成17年度

利用者数 貸出冊数 利用者数 貸出冊数

静岡本館 2,751人 704冊 2,743人 665冊

浜松分館 1,218人 792冊 1,352人 515冊

計 3,969人 1,496冊 4,095人 1,180冊

地域住民による体育施設、 ・地域住民による運動場・講義室の利用件数は、以下のと

農場など諸施設の利用を促 おりである。

進する。 サッカー・ラグビー場等 133件

講義室 46件

・フィールドセンター（農学部）の利用状況は、以下のと

おりである。

持続型農業生態系部門（藤枝） 17件 2,540名

森林生態系部門（上阿多古、中川根） 136件 10,505名

水圏生態系部門（用宗） 2件 282名

大学開放事業を拡大・充実 ・大学授業の市民開放事業を17年度から試行的に実施し、

させる。 平成18年度から本格実施に移行した。

・テクノフェスタin浜松を開催し、13,000名の来場者があ
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った。

各同窓会と連携し、卒業生 ・本学卒業生をキャリアアドバイザーとして委嘱し、学生

による講演会等を開催す からの就職相談に対応するとともに、１年次に開講する

る。 「キャリアデザイン」の中でキャリアアドバイザーによ

る特別講演を実施した。

・同窓生が講師となり、現役学生に対して企業業種紹介講

演会、実務業種講演会、インターンシップ説明会等を開

設し、実社会の体験談報告及び実務講座を行った。その

他、就職支援ガイダンスとして同窓生による就職相談会

も実施した。

同窓会等との定期的な懇談 ・全学同窓会理事会、各支部総会（静岡支部、東京支部、

会の開催等を通じて、連携 浜松支部、長野支部、関西支部）を開催し連携強化を図

を強化する。 った。また、人文学部同窓会広報誌「岳」、工学部・情

報学部同窓会広報誌「佐鳴」、理学部同窓会広報誌等を

発行し、同窓会員等との情報交換を行った。

全学同窓会を通じて、寄附 ・全学同窓会を通じて以下の寄付金等の支援を依頼した。

金等の支援を依頼する。 ・法科大学院への支援

・人文学部、人文社会科学研究科の奨学金制度への支援

・高柳記念未来技術創造拠点形成事業への支援

４．国際交流に関する実施状況

大学の国際化を総合的に促 ・大学の国際化を総合的に促進するため、留学生センター

進するため、留学生センタ 及び関連委員会を改組再編し、国際交流センターを設置

ー及び関連委員会等を改組 し、諸外国の教育・研究機関との連携体制を確立した。

再編し、国際交流センター

を設置する。

留学生のニーズの多様化に ・「日本事情」の授業形式を受講者のニーズに対応し、講

対応する教育プログラムの 義から日本文化体験的なものに変更した。

充実、サマースクールの拡 ・サマースクール参加者に静岡大学教職員宿泊施設を開放

大等を図る。 した。

平成18年度 平成17年度

18人 16人

国内外における大学説明会 ・「外国人学生のための進学説明会」(7/2東京、 7/16大阪、
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に積極的に参加するととも 10/26東京)「日韓プログラム留学推進フェア」（9/11韓

にホームページの充実を図 国）に参加した。

る。 ・国際交流センター設置に伴い、ホームページの全面リニ

ューアル計画を策定した。

・国際交流センターが、各部局ホームページの英文化を支

援した。

留学生の受け入れや学生の ・留学生の受入及び学生の海外派遣の支援のため、国際交

海外派遣を増加させるため 流センターに学生交流部門を設置し、また、国際交流チ

の体制を整備する。 ームに留学生受入担当及び学生・教職員派遣推進担当を

置いた。

・ワルシャワ工科大学（インターアカデミア参加校）との

間で、平成17年度に「ダブルディグリー特別プログラム

交換学生に関する覚書」を締結し、平成18年度から実施

した。

国際交流協定校の拡大と協 ・交流協定締結の手続きを国際交流センターに一元化し、

定校との協定内容（学生交 協定締結・来訪について関係部局への支援体制を確立し

流、学術交流、共同研究な た。

ど）の整備・充実を図る。 ・大学間交流協定を締結している東欧６大学と国際会議「イ

ンターアカデミア2006」をアレクサンドル・アイオアン

・クザ大学で開催した。

・各部局における主な取り組みは、以下のとおりである。

情報学部：シドニー大学での短期集中コースを実施した。

理学部：タイ国・タマサート大学との交流を推進した。

工学部：姉妹校（韓国嶺南大学、中国華中科技大学）と

の間でセミナーを開催した。

農学部：中国・新彊農業大学との交流協定に基づき、学

生交流及び共同研究の充実を図った。

創造科学技術大学院

：中東欧の大学や東南アジアの大学との学術交流

を推進した。

電子工学研究所

：ウクライナ国立科学アカデミー・V.E.ラシュカ

リョフ半導体物理学研究所と部局間協定を締結

し、研究者の交流を行った。

国際交流センターにおい ・国際交流に関するデータベースの構築について検討を進

て、国際交流に関するデー めた。

タベースシステムの構築へ



- 45 -

向け、検討を進める。

教員任用制度等を積極的に ・諸外国の大学等との教育研究上の人的交流を促進するた

活用し、諸外国の大学等と めに、国際交流センターにおいて、教員任用制度等を積

の教育研究上の人的交流を 極的に活用した招聘・派遣制度について検討を進めた。

促進するとともに、国際交 ・各部局における取り組みは、以下のとおりである。

流センターにおいて、新た 理学部：前年度に引き続いて、中国在住の研究者を客員

な招聘･派遣制度について 教授とし、アクロスの研究を推進した。

検討する。 電子工学研究所：外国人客員教授３名を招聘し、共同研

究を行った。

国際交流センターにおい ・文科省・JICAのセミナーに参加して、他大学の事例を検

て、開発途上国への教育研 討するとともに、JICA中部とコンタクトをとった。

究及び技術開発における協 ・学内の関連分野の関係者への聞き取りなどを行い、協力

力体制を整備し、各事業を 体制の整備を目指した検討を進めた。

推進する。

独立行政法人国際協力機構 ・工学部では、JICA外国人研修員１名を受入れた。

等が主催する国際的教育関

係プロジェクト等に協力す

る。

地域社会の国際化に対応し ・静岡大学として(財)浜松国際交流協会、浜松学院大学と

た外国人等への教育支援に 覚書を交わし、国際交流センター学生交流部門の教員が、

取り組む。 外国籍児童就学前学校体験教室（(財)浜松国際交流協会

主催）の企画、実施に参加した。

５．附属学校園に関する実施状況

教育実習検討委員会におい ・県教委、市町村教委、附属学校園との連携を密にとり、

て、教育実習の在り方を検 以下の改革案を策定し、平成19年度から実施することと

討し、一層の充実を図る。 した。

・教育実習における評価のあり方について、評価表の全

面的な見直しと学校種ごとの評価表の作成

・教育実習の成績評価の即時的なフィードバックの実施

・教育実習における評価目標の学生への明示

・教員養成カリキュラム委員会の中に、現場体験型の授業

のあり方を検討する第1分科会を設け、教育実習のあり方

について根本的な検討を行った。
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附属学校園間や附属学校園 ・附属小中学校相互の授業実践、大学教員による附属学校

と大学・学部間の授業担当 での授業、附属学校園教員による教育実習に向けた事前

の交流を推進する。 ・事後指導を行った。

学部生及び大学院生の実践 ・以下の取り組みを通じて附属学校園との連携を強化した。

現場での参画活動を伴う授 ・学部生、院生による附属学校園の日常的な実践活動へ

業科目を附属学校園と共同 の参加

で実施するなど、日常的な ・院生、附属学校園教員、大学教員による単元開発研究

連携を強化する。 プロジェクトの試行的立ち上げ

・院生による選択授業の実施やスクールカウンセリング

活動の実施

・教育実習を行った学生によるその後の学校行事や授業

参観等への参加

附属学校園総合計画委員会 ・役員会の下に設置した「附属学校園将来計画委員会」が、

で策定された計画案に段階 附属学校園総合計画委員会での検討結果を基に、７附属

的に取り組む。 学校園の設置形態、財政等に係る将来構想について審議

し、「２１世紀における附属学校園のグランドデザイン

（案）」を策定した。

異校種間、同校種間の連携 ・「特色ある学校づくり計画書」に基づき、以下のことを

を一層深めるとともに、「特 実施した。

色ある学校づくり計画書」 ・附属中学校共通の入試問題作成に大学教員が協力した。

に基づき、取り組み可能な ・小中９年間の一体化を目指し、児童生徒の交流、教員

課題から実施する。 の合同研修会を実施した。

・静岡中学校生徒が養護学校文化祭に参加、交流した。

・附属小学校１年生と年長園児が相手校園を訪問し、相

互に交流した。

・防災訓練において、小中学校の合同引き渡し訓練を実

施した。

・養護学校教員が、幼稚園、小学校のケアを要する子ど

もへの支援を行った。

大学・学部及び地域の公私 ・「学校現場型研究プロジェクト」を推進するため、以下

立学校園等と連携・共同 のことを実施した。

し、学校現場における今日 ・学校現場を活用して、幼稚園、小学校、中学校、養護

的な教育課題に対応した研 学校の教材開発と実習に関する研究、大学におけるカ

究開発を行う「学校現場型 リキュラム開発の検討を行った。

研究プロジェクト」を推進 ・学校現場における今日的な教育課題に対応するため、
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する。 静岡県教委、静岡市教委、学部、附属学校園の連絡会

を開催した。

・公立小中学校各３校と連携し、協力体制を整備した。

・浜松小学校では、意欲ある公立教員に対して学ぶ機会

を提供する「教育研究サポーターシステム」を通して

地域連携を深めた。

ネットワークや情報機器類 ・各校のホームページを活用し、附属校や公立協力校の実

の整備を進め、地域の情報 践を紹介した。

拠点機能強化することによ ・科学教育の学部教員の指導のもと、理数科教師が主体的

り、e-Learningや情報提供 に授業改善を行うためのe-learningを基盤とした研究を

等の事業を段階的に実施す 行った。

る。 ・静岡小学校、島田中学校、浜松小・中学校では、保護者

への携帯電話を媒体とする緊急連絡システムを立ち上げ

た。

サテライト教室のシステム ・現職教員研修に焦点を絞ったニーズ調査の実施に向け、

更新及び現職教員研修等の 調査項目等について検討を進めた。

活用方法について検討す

る。

施設設備の実態調査により ・施設修繕計画（年度計画）に基づき、施設設備の充実を

整理した課題に基づき修繕 図った。

等を行い、施設設備の充実 ・附属静岡中学校外壁･建具改修

を図る。 ・附属島田中学校エキスパンションジョイント改修

・附属養護学校・幼稚園トイレ改修

・附属浜松中学校倉庫改修

サテライト教室等の学校施 ・サテライト教室としての高機能を有した公共施設の誕生

設の全学利用に向け、シス や附属学校園内施設利用にあたっての危機管理問題の発

テム及び機器の整備と活用 生など、新たな環境・条件の変化を踏まえた将来計画の

方法について検討する。 見直しを行い、ニーズ調査をすることとした。

Ⅱ．業務運営の改善及び効率化

１．運営体制の改善に関する実施状況

学長・理事を全学的な経営 ・学長による経営戦略構築に不可欠となる教育・研究等に

戦略策定の中核として、学 係る中長期目標（平成18年度から10年間）の策定のため、

長補佐体制の強化を図る。 中期目標・計画の進行状況の全部局における点検作業と
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平行して、理事及び副学長等を中心に以下の委員会等を

設置し、学長の補佐体制を強化した。

①教育マスタープラン：教育マスタープラン策定委員会

②研究マスタープラン：研究マスタープラン策定委員会

③国際化に向けての将来計画案

：国際交流センター管理委員会

④附属図書館整備マスタープラン

：附属図書館委員会

⑤地域連携に関するマスタープラン

：生涯学習教育研究センター改革

検討ＷＧ

⑥適正な動物実験の実施に向けた学内体制の整備

：動物実験機関内規程検討委員会

部局単位での政策立案能力 ・学部における新たな取り組み状況は、以下のとおりであ

と組織運営の機動性・効率 る。

性の向上を図る。 ・人文学部：学部長の下に、総務委員会、人事管理委員

会、改革構想委員会等を設置し、学部運営

の機動性、効率性を図った。

・情報学部：教員給与ＷＧを廃止し、昇給者及び期末勤

勉手当の高率加算者の決定権限を学部長に

委譲するとともに、総合企画委員会及び人

事委員会を廃止し、両者の権能を学部長が

主宰する総務委員会に集約した。

・理 学 部：部内研究戦略会議及び部内教育懇談会を設

け、政策立案能力の向上を図った。

・工 学 部：補佐室委員を委員長とした専門家集団で構

成する企画室を設置した。

・農 学 部：外部資金獲得を検討・推進する機関として

企画室を設置した。

・創造科学技術大学院

：研究教育ステアリング委員会を設置し、大

型外部資金の獲得に向けた体制整備を行っ

た。

・電子工学研究所

：地域連携、研究情報の収集、大型プロジェ

クト、国際交流、について計画・立案を行

う所長補佐室を設置した。

各教員が教育研究に専念で ・委員会報告をメール報告に変えるなどして、教授会の所
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きるようにするために、教 要時間が短縮し、改善を図った。

授会等の回数・所要時間を 平成16年度

減らす等の見直しを図る。 区分 人文 教育 情報 理 工 農

開催回数 11 16 12 13 7 10

所要時間 2:39 1:54 3:06 2:21 1:15 1:38

代議 員制 導入 状 況 未 未 未 未 済 済

平成17年度

区分 人文 教育 情報 理 工 農

開催回数 11 16 12 13 8 9

所要時間 1:20 1:53 2:50 2:17 1:18 1:14

代 議員 制導 入状 況 未 未 未 未 済 済

平成18年度

区 分 人文 教育 情報 理 工 農

開催回数 11 16 12 12 9 9

所要時間 1:07 1:28 2:28 1:56 1:22 1:02

代議 員制 導入 状 況 未 未 未 未 済 済

監査室を設け、業務の権限 ・監査室を設置し、一元的に業務監査及び会計監査を処理

と責任の分担をより明確に し相互チェック機能を強化する体制を構築した。

するとともに、相互の内部

チェック機能を強化する。

２．教育研究組織の見直しに関する実施状況

社会的ニーズや教育研究の ・教職大学院の設置、文系博士大学院の設置、人文学部の

進展を踏まえ、役員会及び 改組に向けた検討作業を進めた。

企画･調整会議等において、・役員会の下に置いた静岡地区教育組織再編検討ＷＧが、

教育研究組織の再編成・見 法科大学院の設置（平成17年度）及び上記の大学院の設

直しについて審議を行う。 置計画、人文学部の改組計画の検討作業に関連し、静岡

地区における既存の４研究科（人文社会科学研究科、教

育学研究科、理学研究科、農学研究科）の教員組織の在

り方について検討を開始した。

人文社会科学研究科各専攻 ・人文学部は、改革構想ＷＧを設置し、受験生、社会のニ

のコース及び分野を再編す ーズに応える学部改組案の検討を進めた。

るとともに、人文学部の組

織再編について、学部分割
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等、受験生ニーズに応え、

社会に分かり易い改革案を

検討する。

電子科学研究科及び理工学 ・理工学研究科（博士前期・後期課程）及び電子科学研究

研究科を改組して、創造科 科（博士課程）を改組し、また岐阜大学連合大学院連合

学技術大学院、理学研究科、 農学研究科（博士課程）との関係を一部精算し、創造科

工学研究科を設置し、設置 学技術大学院（博士課程）及び理学研究科（修士課程）、

計画に沿った特色ある教育 工学研究科（修士課程）を設置した。

研究活動を進める。

工学部夜間主コースを廃止 ・工学部夜間主コースを廃止し、工学研究科に、大学院設

する。また、工学研究科に 置基準第１４条特例に基づく「事業開発マネジメント」

事業開発マネジメント専攻 を設置した。

を設置する。

文系新大学院（博士課程） ・役員会の下に置いた文系新大学院構想ＷＧにおいて、人

の設置を目指し、ワーキン 間共生科学をテーマに、学部・研究科横断的な文系博士

グ等において設置形態につ 大学院を設置する計画の検討を進めるとともに、静岡地

いて検討を進め、全学的な 区教育組織再編検討ＷＧにより、学部再編を含めた全体

調整を図る。 構想を検討した。

大型外部資金等により附置 ・電子工学研究所において、外部資金により最先端設備「高

研究所に新たな研究設備を 性能機能性材料操作・計測システム」、「電子描画装置」

導入して、21世紀に対応し を導入した。

た研究環境の整備を図る。

教員養成課程の質的充実と ・教育学部において、教員養成課程の質的量的充実と教職

強化のため、引き続き教育 大学院設置を主な内容とする学部、大学院改組（素案）

学部の改組案を策定する。 を策定した。

理学部生物地球環境科学科 ・生物地球環境科学科を生物科学科と地球科学科に改組し、

を生物科学科と地球科学科 ５学科体制とした。

に改組し、５学科とする。

農学部を共生バイオサイエ ・人間環境科学科、生物生産科学科、森林資源科学科、応

ンス学科、環境森林科学科 用生物化学科の４学科体制を、共生バイオサイエンス学

及び応用生物化学科の３ 科、応用生物化学科、環境森林科学科の３学科体制に改

学科に改組する。 組した。



- 51 -

近隣の大学との統合を視野 ・統合を視野に浜松医科大学と教育・研究連携に関する包

に入れつつ、様々な連携協 括的協力協定を締結した。

力を具体的に進める。 ・浜松医科大学との間で医工連携交流会を開催した。

創造科学技術大学院の設置 ・新大学院設置に伴い岐阜大学大学院連合農学研究科（博

に伴い、第１期中期目標期 士課程）から一部教員（13名）が本学に復帰したが、第

間中における農学系連合大 Ⅱ期中期目標に向かって本学と岐阜大学が連携した新し

学院の連携協力の在り方に い農学系連合大学院設置を目指すことについて検討した。

ついて引き続き検討する。

３．教職員の人事の適正化に関する実施状況

教員については教育・研 ・評価会議において、教員の個人評価に関する基本方針、

究、地域連携、国際連携、 実施要項等をとりまとめ、全教員に対しパブリックコメ

管理運営等への貢献、事務 ントを求めるとともに、各部局に対し意見の聴取を行い、

職員及び技術職員について 平成19年度試行に向けた体制を整備した。

は教育研究支援や管理運営 ・事務職員及び技術職員について、待遇への反映可能とな

業務への貢献を評価し、待 る人事評価システムを構築するため、新たに職員人事評

遇に反映させるシステムの 価制度検討ＷＧを設置し、検討を開始した。

構築に向け、検討を進める。

労働時間・雇用形態の弾力 ・「労働時間等に関する規程」により大学教員に裁量労働

的な運用を図る。 制又は変形労働制を、教育学部の附属学校園教員には変

形労働制（１年単位）を適用し、弾力的な労働時間の運

用を図った。

任期制・公募制の積極的活 ・公募制、任期制（４学部、１研究所、２研究科、１研究

用により、教員の流動性を 部、４学内共同教育研究施設）、早期退職制度の活用に

高める。 より、教員の流動性を高める措置をとった。

他大学、企業、研究機関の経歴を有する者の採用状況は、

以下のとおりである。

前職 教 授 助教授 講 師 助 手 計

他大学 6 9 5 1 21( 0)

企 業、 研究 機関 等 3(1) 4 0 2(1) 9( 2)

新 規卒 業者 等 0 0 1 1 2( 0)

その他 0 6(5) 1(1) 2(2) 9( 8)

計 9(1) 19(5) 7(1) 6(3) 41(10)

※（ ）書きは、任期付教員内数。



- 52 -

女性教職員、外国人及び障 ・新規に女性教職員25名、外国人教員６名、障害者１名（パ

害者の採用・登用を積極的 ート職員）を採用した。

に進める。 過去３年間の在職者数は、以下のとおりである。

16年度 17年度 18年度

女性教員 96(11.1％) 102(11.9%) 101(11.8%)

女 性事 務職 員 87(24.1％) 86(24.0%) 79(22.8%)

外 国人 教員 14( 1.6％) 14( 1.6%) 20( 2.3%)

・障害者の雇用率（3.27％）は、法定雇用率（2.1％）を上

回っている。

事務職員の採用について ・事務職員については、東海・北陸地区の競争試験により

は、東海・北陸地区におけ 採用した。

る競争試験による採用を原 技術職員については、その分野に精通した専門性の高い

則とし、専門性の高い職種 職員を採用するため、より柔軟性のある個別選考を実施

については、大学独自の柔 した。

軟な採用を行う。 ・法人化以降における事務系職員の採用状況は、以下のと

おりである。

16年度 17年度 18年度

試験採用 6人 3人 8人

選考採用 3人 0人 3人

業務に即した知識を深め、 ・広範かつ多岐にわたる研修をその目的や内容等に応じて

具体的な課題に対応しうる 体系化し、より計画的に実施した。また、国際性を涵養

判断力・行動力を身につけ するため語学研修を新たに実施した。

ることができるよう、能力 ・職員海外研修を開始（3名）

開発プログラムを組み入れ ・語学研修（英会話）を実施（6名）

た研修を実施する。 ・マネジメント力養成研修を実施（3名）

採用時研修等の充実を図る ・採用時研修の実施に当たっては、これまでの研修内容を

とともに、国内外の民間企 見直し、外部講師（京都大学高等教育開発推進センター

業、大学等への派遣研修の 助教授）の招聘や先輩講話を新たに 実施した。

検討を行う。 ・事務の国際化対応能力の向上を目的に、「職員海外研修

制度」をスタートさせ、３名をカリフォルニア大学バー

クレー校、同大ディービス校及びカリフォルニア工科大

学に派遣した。

職務内容の特性に応じて、 ・事務職員の専門性を高めるため、新たに語学研修を開始

研修の実施や在任期間の長 した。また、情報処理関係、知的財産関係、入学試験関

期化により事務職員の専門 係部署においては、その職務の専門性を考慮して、在職

能力を高める。 期間を延長する措置をとった。
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４．事務等の効率化・合理化に関する実施状況

業務の効率化、能率化を図 ・平成17年10月から事務局にチーム制が導入されたことを

り、引き続き事務組織を整 受け、導入後のメリット、デメリットの洗い出し等見直

備する。 しを行い、より効率性の良い事務組織に向けての検討を

行った。

・情報学部では、学部長、事務長、各係、技術部をワンフ

ロアーに集約し、チーム制を導入し、事務の効率的な業

務の執行に適した柔軟な体制を実現した。

業務情報の一元化に向け、 ・役員会の下に、「情報戦略ＷＧ」を設置し、機動的な経

全学的組織を設置し、シス 営戦略の構築、業務運営の効率化、大学評価への迅速か

テムを構築する。 つ的確な対応等を目的に、大学情報の一元管理体制の構

築に向けた検討を行い、「大学情報の一元化に向けて」

を策定し、答申した。

アウトソーシング可能な業 ・新たに以下の業務について、アウトソーシングした。

務について検討し、導入を ・広報誌の発送業務

進める。 ・履修科目及び成績の入力業務

・科学研究費補助金申請業務（一部）

全学の情報基盤を統合的に ・ITコンプライアンス本部の下にITコンプライアンスプロ

管理する体制を構築する。 ジェクトを立ち上げ、コンピュータソフトウエアを全学

的に適正管理する体制を確立した。

・総合情報処理センターが、コンピュータウイルスや不正

アクセス等に対する安全管理の国際認証「ISO27001」を

取得した。

Ⅲ．財務内容の改善

１．外部研究資金その他の自己収入の増加に関する実施状況

平成22年度科学研究費補助 ・平成22年度科学研究費補助金の申請率を文系60％、理系

金の申請率を文系の教員は 90％となるよう、部局ごとに年度数値目標を設定した。

60％、理系の教員は90％と ・科学研究費補助金の申請率は、次のとおり。

なるよう、部局ごとに年度 平成18年度 59.0％

数値目標を設定し、申請件 ・過去３年間における科学研究費補助金の採択件数及び採

数及び受入額の増加を目指 択金額は以下のとおりである。
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す。 申請件数 採択件数 交付金額（百万円）

平成16年度 576 258 624

平成17年度 639 287 645

平成18年度 611 323 641

・科学研究費補助金の全学的な説明会及び勉強会を実施し

た。

研究戦略会議において方針 ・知的財産戦略会議において、オーバーヘッドの簡素化を

を策定し、産学連携、地域 図った。

貢献を促進しつつ、自己収 ・過去３年間における寄附金、共同研究、受託研究の受入

入の増加を目指す。 れ件数及び金額は、以下のとおりである。。

寄 附 金 共同研究 受託研究

件数 金額(百万 円) 件数 金額(百 万円) 件数 金額(百 万 円)

16年度 526 380 200 296 79 576

17年度 790 421 236 351 86 720

18年度 1,912 490 259 401 104 950

大学の保有する機器の調査 ・大学の保有する大型機器等を活用するために、外部から

等をもとに料金設定・関係 の委託を受けて実施する「静岡大学定型的試験等取扱要

規則整備等、受入れに当た 項」を定める等、受入体制を整備し広報を行った。

っての環境を整備する。

各種講座、市民開放授業の ・市民開放授業の参加者、講習料収入は以下のとおりであ

充実を図るとともに、科目 る。

等履修生の受入等の多様な 平成17年度 106名 1,675千円

施策を実施し、事業収入の 平成18年度 154名 2,252千円

増加を図る。 ・公開講座（16講座）の参加者、受講料収入は、以下のと

おりである。

平成17年度 467名 1,286千円

平成18年度 449名 982千円

２．経費の抑制に関する実施状況

人事管理計画の策定等を通 ・職員について、平成17年度の役員会において、平成18年

じて、概ね１％の人件費を 度から平成21年度までの削減計画を策定し、これに基づ

削減する。 いて４人の削減を行った。

・総人件費の５％削減計画に対応するため、役員会の下に

人件費改革ＷＧを設置し、検討を行った。
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予算管理委員会において、 ・経費節減実施計画表に基づき、以下のとおり経費の節減

光熱水費、通信費、消耗品 を実現した。

費などの管理運営経費を計 ・主な経費節減例

画的に抑制する。 ・電気料長期契約による基本料の節減 800千円減

・基本契約電力量の見直し 6,720千円減

・電気料契約を各地区毎に取り纏め 3,500千円減

・複写機賃借料の前払 340千円減

・公用車数等の見直しによる車検代減 300千円減

Ⅳ．自己点検・評価及び情報提供

１．評価の充実に関する実施状況

静岡大学教員データベース ・静岡大学教員データベースにフィルタリング機能を追加

の内容を充実させ、評価の して、データ抽出時の利便性を図った。

ための情報基盤を強化す

る。

評価システムに基づく教員 ・教員の個人評価に関する基本方針、実施要項等をとりま

個々の評価の具体的実施方 とめ、全教員に対しパブリックコメントを求めるととも

法について、評価会議にお に、各部局に対し意見の聴取を行い、平成19年度試行に

いて検討を進める。 向けた体制を整備した。

２．情報公開等の推進に関する実施状況

教育目標と教育内容を刊行 ・教育目標と教育内容を学部案内及びシラバス等に掲載す

物及びホームページ上でよ るとともに、各学部ホームページ上でより積極的に公開

り積極的に公開する。 した。

研究情報及び研究成果等を ・全部局において、研究情報及び研究成果等をホームペー

ホームページ上で公開す ジ上で積極的に公開した。

る。また、学術成果リポジ ・附属図書館委員会の下に設置されている学術成果リポジ

トリ構築に向け、検討を行 トリ検討部会において検討するとともに、附属図書館に

う。 おいてＷＧを設け検討を続けた。

学内刊行物の集約化を図 ・前年度までの電子化（23件）、発刊中止（8件）に続いて、

り、その電子化を進める。 学報（月刊）を廃止し、学内情報は全てホームページ上

で公開することとした。
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ホームページを充実し、外 ・大学のホームページを全面的にリニューアルし、外部か

部からのアクセスを容易に らのアクセスを容易にした。

する。

Ⅴ．その他の業務運営に関する重要事項

１．施設設備の整備・活用等に関する実施状況

教育研究設備の整備充実を ・共通教育Ｃ棟学生実験センター化第二期改修工事を実施

図る。 し、局所排気装置の更新、洗眼器及び非常用シャワーの

設置等実験室としての機能及び環境の改善を図った。

・動物実験飼育室を改修し、実験動物の飼養環境等の適正

化を図った。

・電子工学研究所において、極低温室を改修し、ナノデバ

イス評価センターを設置した。

・ＩＴコンプライアンス本部の下にＩＴコンプライアンス

プロジェクトを立ち上げ、コンピューターソフトウエア

を全学的に適正管理する体制を確立した。

・総合情報処理センターが、コンピューターウイルスや不

正アクセスなどに対する安全管理の国際認証「ISO27001」

を取得した。

学生の福利厚生施設の整備 ・昨年度作成した既存施設のチェックリストに基づき以下

充実を図る。 の施設整備を行った。

・陸上競技場及びテニスコート等の屋外環境の改修整備、

舞踏場施設の改修整備。

・片山寮において暖房用ボイラー排風機を更新。

・浜松キャンパス屋外運動場の照明器具を改修。

・学生のものづくり活動支援のため、サークル「SUM（Sh

-izuoka University Motors)」の車輌収納スペースを

整備。

校舎等の老朽化改善・再生 ・受電設備の更新及び橋梁耐震補強整備を実施した他、年

整備を図る。 次計画に基づく校舎屋上防水改修、トイレ改修等の老朽

改善を行った。

・施設の巡視点検による不具合箇所の確認と緊急度評価に

基づき修繕等を実施した。

・学生実験センター化改修、理学部Ｂ棟改修及び法科大学

院棟トイレ改修等の整備を行った。
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大規模災害に対する施設設 ・受電設備の更新及びキャンパス動線確保のための橋梁耐

備の安全性能を確認の上、 震補強工事を実施した。

不良な点は速やかに改善す ・屋外排水経路の整備、書棚等の耐震固定、ガラス飛散防

る。 止フィルム張等、災害時の被害を最小限に止めるための

処置を講じた。

室内環境の把握に努めると ・局所排気装置の検査及び整備に当たって、法令対象だけ

ともに、外部に有害物質を ではなく、新たに法令対象「外」にも拡大して実施し、

排出しない施設設備を整備 労働災害や事故の未然防止に努めた。

する。 ・労働安全衛生法に基づく点検及び作業環境測定の実施に

より室内環境の把握と適正維持を行うことと併せ、施設

巡視点検による不具合箇所の確認と緊急度評価に基づく

修繕等対策を実施した。

・昨年度実施した吹き付けアスベスト実態調査の結果に基

づき緊急性の高い１％を超える全ての箇所について除去

工事を実施した。

・共通教育Ｃ棟学生実験センター化第二期改修工事におい

て局所排気装置を更新した。

・静岡・浜松両キャンパスにおいて、実験排水の水質確保

のためＰＨモニターを設置し水質維持を図った。

ハートビル法に準拠した施 ・年次計画等に基づく共通教育Ｂ棟・法科大学院棟・附属

設の改善を行い、ユニバー 養護学校・幼稚園等トイレ改修において床の段差を解消

サルデザインを導入する。 した。

・手摺の設置等ハートビル法に準拠した整備水準に基づき

整備した。

教育研究の場にふさわしい ・施設修繕計画に基づく劣化防止対策事業として、陸上競

屋外環境の整備を行う。 技場及びテニスコートを改修整備した。

・昨年度立案したキャンパス屋外サイン計画により、学生

及び来学者に対してわかりやすい案内板の設置及び改修

を行った。

・通学路の安全を確保するため外灯及び屋外電気配線を更

新した。

施設マネジメント委員会に ・施設マネジメント委員会が策定した「共通教育Ｃ棟の有

おいて、施設等の適切な共 効活用について」に基づき、昨年度より年次的に共通教

同利用や再配分を積極的に 育Ｃ棟学生実験センター化第二期改修工事を実施し、学

進め、効率的活用を図る。 生実験室及び各学部実験室の有効活用と稼働率の向上を
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図った。

・静岡地区総合研究棟の効率的活用に関する計画を策定し

た。

施設に関する自己点検評価 ・施設の点検・評価の実態調査に基づき、施設マネジメン

を徹底するとともに、計画 ト委員会において、稼働率による講義室の空調設備設置

的な建物の維持保全及び管 優先順位を決定し整備した。

理を行い有効な利活用を図 ・施設マネジメント委員会が策定した「共通教育Ｃ棟の有

る。 効活用について」審議された内容に基づき、昨年度より

年次的に共通教育Ｃ棟学生実験センター化第二期改修工

事を実施し、学生実験室及び各学部実験室の有効活用と

稼働率の向上を図った。

建物の維持保全及び管理を ・維持管理経費の一元管理の下、施設管理計画に基づき防

計画的に実施する。 火シャッター中継予備電源、火災警報受信設備、消火ポ

ンプ、変圧器・配電盤等必要不可欠な施設の更新を計画

的に実施した。

・「特殊建築物定期報告調査」に基づく巡視点検により確

認した不具合箇所を速やかに改善した。

情報基盤整備を行い、情報 ・事務局及び学部間の通知文書配信に係る電子化のため、

サービスの一元化を図る。 サイボーズガルーン２を導入した。

２．安全管理に関する実施状況

防犯警備体制の強化を図 ・学内警備業務の一元化により、一層の防犯警備の強化を

る。 図った。

・防犯意識の向上を目的に、新入生セミナー特別ミニ講演

「防犯について」と併せて、全学学生委員会が地域の防

犯協議会と共同で防犯に関する啓発活動キャンペーンを

春と秋に実施した。

危険薬品類の取扱いや有害 ・衛生管理者及び作業主任者代表者により、定期的に巡視

廃液処理等の管理に係る規 を行い、部屋ごとに有機溶剤・特定化学物質の管理状況

則・マニュアルにより定期 を確認し、使用簿・MSDSの配備等を確認した。

点検を実施する。

有害廃液処理・実験等に使 ・各部局における、安全対策への取り組みは、以下のとお

用する化学薬品の管理、日 りである。
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常の心構え等について教育 教育学部：作業場点検及び研修は年度当初に実施し、ま

・研修を行い、安全対策の た新たな作業主任者を養成することにより、

徹底を図る。 安全対策の強化を図った。

：有機溶剤及び特定化学物質使用に係わる管理

業務の流れを改善した。

理 学 部：「理学部安全マニュアル」を配布するととも

に、防災訓練の一環として薬品の保管状況の

点検と非常時における薬品管理の教育訓練を

実施した。

農 学 部：「安全の手引き」を毎年度更新し、新入生ガ

イダンスの際に配布して安全対策の徹底を図

った。

浜松キャンパス

：「安全の手引き」を作成し、全教職員、学生

に配布した。

教職員の健康、安全を図る ・メンタルヘルスに関する研修会を、教職員の精神衛生の

ため、安全衛生管理体制を 向上を目的に、職務内容の態様に応じて、教員、職員（管

恒常的に見直す。 理職員、一般職員）毎にを実施した。

・昨年度に局所排気装置等資格定期自主検査者の学内での

養成体制を確立することにより、定期自主検査を実施す

ることが可能となった。

・局所排気装置の検査及び整備に当たって、法令対象だけ

ではなく、新たに法令対象「外」にも拡大し、実施した。

・作業環境測定等が免除となる、有機溶剤中毒予防規則に

係る適用除外認定申請を13件（静岡７件，浜松６件）行

った。

・有機溶剤第一種作業環境測定士を養成することにより、

従来まで全て委託していた作業環境測定業務を一部を学

内有資格者により実施した。

事故発生時の初動対応マニ ・AED（自動体外式除細動器）設置に伴う研修会を複数回各

ュアルに基づいて研修・訓 部局で開催し、その使用法及び人命救助訓練を行った。

練を行う。 ・初動対応マニュアルに基づき、防災訓練に付随する消火

設備の点検及び使用方法などについて、業者による研修

・訓練を行った。

実験に使用する薬品の購入 ・安全衛生管理委員会において、総合管理システムの構築

管理、使用管理、廃液処理 に向けた検討を行った。

までの総合管理システムの
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構築に向け、検討を進める。

新入生セミナー及び総合科 ・新入生セミナーの特別ミニ講演「地震防災のすすめ」を

目において学生に対する地 継続実施するとともに、総合科目「地震防災」はクラス

震･防災教育の充実を図る。 数を増加させ、防災教育の充実を図った。

緊急時に対応可能な学内防 ・災害発生に即対応可能となるよう、学内防災組織体制の

災体制組織の一層の連携強 見直しを進めた。

化を図る。

学生・教職員等の安否確認 ・新学務情報システムの導入に合わせ、平成19年度からイ

体制の早期実現を図る。 ンターネットを利用した安否確認ができる運用とするこ

とにした。

・各学生に随時連絡が取れるよう連絡先等名簿の整備充実

を図った。

・災害発生時に携帯電話等から大学情報が閲覧できるシス

テムづくりの検討を進めた。

防災･ボランティアセンタ ・防災・ボランティアセンターが中心となって、地域住民

ーを中心に、地域住民との の参加を得て、防災訓練、地震防災セミナー等を行い連

防災ネットワーク及び地方 携強化を図った。

自治体との連携の充実を図 ・地震防災セミナーでは、地域住民の他に県や市町村の防

る。 災担当者も参加し、防災ゲーム「クロスロード」や地図

を用いたＤＩＧ（災害図上訓練）を実施した。

防災･ボランティアセンタ ・災害発生に即対応可能となるよう、学内防災組織体制の

ーを中心に、学生防災ボラ 見直しを進めた。

ンティアの養成・支援を実

施する。

地震発生時の初動体制を確 ・全学一斉地震防災訓練において、例年実施している初動

立するため、有効で実用的 体制の確認、避難所への一斉避難訓練の他、防災ゲーム

な防災トレーニングを実施 「クロスロード」、トリアージ訓練、ＡＥＤ訓練、防災

するとともに、教職員、学 ボランティア本部立ち上げ訓練等を実施し、教職員、学

生への一層の周知徹底を図 生の防災意識の高揚を図った。

る。

大学キャンパスが地震の際 ・避難場所を記載した防災地図を作製し、学内外に各部局

の避難地としての機能を果 避難地の位置の周知を行った。

たすために、避難場所、防 ・防災倉庫を増設し、防災用品、食糧等の備蓄を進めた。



- 61 -

災倉庫を整備し、食糧等の ・民間から、飲料水、簡易トイレ、懐中電灯、非常食等の

備蓄を進める。 提供を受け、備蓄を整備した。

Ⅵ．予算（人件費見積含む。）、収支計画及び資金計画

１．予算
（単位：百万円）

区 分 予算額 決算額 差 額
（決算－予算）

収入

運営費交付金 10,640 10,640 0

施設整備費補助金 312 312 0

船舶建造費補助金 0 0 0

施設整備資金貸付金償還時補助金 0 0 0

補助金等収入 37 96 59

国立大学財務・経営センター施設費交

付金 54 54 0

自己収入 6,312 6,422 110

授業料、入学金及び検定料収入 6,207 6,242 35

附属病院収入 0 0 0

財産処分収入 0 0 0

雑収入 105 181 76

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 1,211 1,993 782

長期借入金収入 0 0 0

貸付回収金 0 0 0

承継剰余金 0 0 0

旧法人承継積立金 0 0 0

目的積立金取崩 178 300 122

計 18,744 19,817 1,073

支出

業務費 13,058 12,572 △486

教育研究経費 13,058 12,572 △486

診療経費 0 0 0

一般管理費 4,072 3,843 △229

施設整備費 366 366 0

船舶建造費 0 0 0

補助金等 37 96 59

産学連携等研究経費及び寄附金事業費

等 1,211 2,028 817

貸付金 0 0 0

長期借入金償還金 0 0 0

国立大学財務・経営センター施設費納

付金 0 0 0

計 18,744 18,905 161
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２．人件費

（単位：百万円）

区 分 予算額 決算額 差 額
（決算－予算）

人件費（退職手当は除く） 12,166 11,735 △431

３．収支計画

（単位：百万円）

区 分 予算額 決算額 差 額
（決算－予算）

費用の部 18,295 18,818 523

経常費用 18,295 18,813 518

業務費 17,471 17,690 219

教育研究経費 2,718 2,761 43

診療経費 0 0 0

受託研究経費等 842 1,583 741

役員人件費 233 153 △79

教員人件費 10,316 9,910 △404

職員人件費 3,362 3,281 △80

一般管理費 398 473 75

財務費用 0 23 23

雑損 0 0 0

減価償却費 426 625 199

臨時損失 0 5 5

収益の部 18,295 19,396 1,101

経常収益 18,295 19,392 1,097

運営費交付金収益 10,640 10,251 △389

授業料収益 4,939 5,406 466

入学金収益 806 790 △15

検定料収益 170 189 19

附属病院収益 0 0 0

補助金等収益 23 92 69

受託研究等収益 842 1,603 761

寄附金収益 343 325 △17

財務収益 0 2 2

雑益 106 296 190

資産見返運営費交付金等戻入 56 85 29

資産見返補助金等戻入 0 2 2

資産見返寄附金戻入 93 114 21

資産見返物品受贈額戻入 277 232 △44

臨時利益 0 4 4

純利益 0 577 577

目的積立金取崩益 0 78 78

総利益 0 656 656
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４．資金計画

（単位：百万円）

区 分 予算額 決算額 差 額
（決算－予算）

資金支出 21,206 24,396 3,190

業務活動による支出 17,868 17,172 △696

投資活動による支出 876 2,845 1,969

財務活動による支出 0 199 199

翌年度への繰越金 2,462 4,178 1,716

資金収入 21,206 24,396 3,190

業務活動による収入 18,162 19,133 971

運営費交付金による収入 10,602 10,602 0

授業料・入学金及び検定料による

収入 6,207 6,241 34

附属病院収入 0 0 0

受託研究等収入 842 1,502 660

補助金等収入 37 95 58

寄附金収入 369 490 121

その他の収入 105 200 95

投資活動による収入 366 2,366 2,000

施設費による収入 366 366 0

その他の収入 0 2,000 2,000

財務活動による収入 0 0 0

前年度よりの繰越金 2,678 2,896 218

Ⅶ．短期借入金の限度額

該当なし

Ⅷ．重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画

該当なし

Ⅸ．剰余金の使途

目的積立金取崩額 ２９９，６８８，２１８円
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教育研究環境整備資産の購入及び費用の発生

Ⅹ．その他

１．施設・設備に関する状況

施設・設備の内容 決定額（百万円） 財 源

営繕事業 総額 ３６５ 国立大学財務・経営センタ

（城北） ー施設費交付金 （５４）

情報学部１号館等防水改修 施設整備費補助金

電子工学研究所防水改修 （３１１）

（大谷）

共通教育棟空調設備取設

共通教育Ｂ棟等便所改修

基幹・環境整備

アスベスト対策事業

２．人事に関する状況

○教員人事について

雇用方針 「Ⅱ業務運営の改善及び効率化」

・任期制・公募制の積極的活用により、教 Ｐ５１参照

育・研究等それぞれの分野にふさわしい

人材を任用するとともに教員の流動性を

高める。

・女性教員、外国人及び障害者の採用を積

極的に進め、多様な教員構成を図る。

人事評価システムの整備

・教育・研究、地域連携、国際連携、管理 「Ⅱ業務運営の改善及び効率化」

運営への貢献などを評価し、待遇改善 Ｐ５０参照

に反映させるシステムの構築に向け

検討を進める。

○事務系職員について

雇用方針 「Ⅱ業務運営の改善及び効率化」

・東海・北陸地区国立大学法人等職員採用 Ｐ５１参照

試験による採用を原則とし、専門性の高
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い職種については、大学独自の柔軟な採

用を行う。

人事育成方針 「Ⅱ業務運営の改善及び効率化」

・業務に即した知識を深め、具体的な課題 Ｐ５１参照

に対応しうる判断力、行動力を身につけ

ることができるよう、能力開発プログラ

ムを組み入れた研修を実施する。

・採用時研修等の充実を図るとともに、国

内外の民間企業、大学等への派遣研修の

検討を行う。

・職務内容の特性に応じて、研修の実施や

在任期間の長期化により、専門能力を高

める。

人事交流 法人化を契機に、組織の活性化図るため、経

・組織の活性化を図るため、関係機関との 験年数など考慮し、精選した人事交流を行っ

人事交流を継続する。 た。

（参考）

平成16 平成17 平成18

機 関数 人数 機 関数 人 数 機 関 数 人数

転入 4 8 1 2 1 1

転出 9 29 7 20 9 14

○人件費について 「Ⅲ財務内容の改善」

人事管理計画の策定等を通じて、概ね１％ Ｐ５４参照

の人件費を削減する。

３．運営費交付金債務及び当期振替額の明細

（１）運営費交付金債務の増減額の明細

（単位：百万円）

当期振替額

交付年度 期首残高 交付金当 運営費交 資産見返 建設仮勘 資本 期末残高

期交付金 付金収益 運営費交 定見返運 剰余金 小計

付金 営費交付

金

平成17年 449 - 449 - - - 449 -

度

平成18年 - 10,602 9,801 252 1 - 10,055 546
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度

（２）運営費交付金債務の当期振替額の明細

①平成１７年度交付分

（単位：百万円）

区 分 金 額 内 訳

成果進行基 0 該当なし

準による振

替額

期間進行基 0 該当なし

準による振

替額

費用進行基 運営費交付 449 ①費用進行基準を採用した事業等：退職手当

準による振 金収益 ②当該業務に係る損益等

替額 資産見返運 0 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：449

営費交付金 (退職手当：449)

資本剰余金 0 ③運営費交付金の振替額の積算根拠

業務進行に伴い支出した運営費交付金債務449百

計 449 万円を収益化。

国立大学法 0 該当なし

人会計基準

第77第３項

による振替

額

合計 449

②平成１８年度交付分

（単位：百万円）

区 分 金 額 内 訳

成果進行基 運営費交付 31 ①成果進行基準を採用した事業等：画像ナノエレク

準による振 金収益 トロニクス研究創出事業、その他

替額 ②当該業務に関する損益等

ｱ)損益計算書に計上した費用の額：31

資産見返運 48 (消耗品費：20、役務費1、その他の経費：10)

営費交付金 ｲ)固定資産の取得額：工具器具 48

③運営費交付金収益化額の積算根拠

資本剰余金 0 各事業共計画に対する達成率が100％であり、成

果が得られたため当該業務に係る運営費交付金債務

計 80 を全額収益化。

期間進行基 運営費交付 8,573 ①期間進行基準を採用した事業等：成果進行基準及
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準による振 金収益 び費用進行基準を採用した業務以外の全ての業務

替額 ②当該業務に関する損益等

資産見返運 23 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：8,573

営費交付金 (人件費：8,413、法人本部管理費：160)

ｲ)固定資産の取得額：建物等5、構築物7、工具器

建設仮勘定 1 具2、その他10

見返運営費 ③運営費交付金の振替額の積算根拠

交付金 学生収容定員が一定数（85％）を満たしていたた

資本剰余金 0 め、期間進行業務に係る運営費交付金債務を全額収

計 8,598 益化。

費用進行基 運営費交付 1,196 ①費用進行基準を採用した事業等：退職手当、特別

準による振 金収益 支援事業（高度技術者及び研究者養成のための実践

替額 的教育研究推進拠点の形成、障害学生学習支援等経

資産見返運 180 費）、学校共済掛金、その他

営費交付金 ②当該業務に係る損益等

ｱ)損益計算書に計上した費用の額：1,196(退職手

資本剰余金 0 当：1,161、備品費12、消耗品費3、役務費1、改

修工事費16、その他3)

ｲ)固定資産の取得額：工具器具180

③運営費交付金の振替額の積算根拠

業務進行に伴い支出した運営費交付金債務1,195

計 1,376 百万円を収益化。

国立大学法 0 該当なし

人会計基準

第77第３項

による振替

額

合計 10,055

（３）運営費交付金債務残高の明細

（単位：百万円）

交付年度 運営費交付金債務残高 残高の発生理由及び収益化等の計画

平成18年度 成 果進行基 0 該当なし

準を採用し

た業務に係

る分

期間進行基 0 該当なし

準を採用し

た業務に係

る分
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費用進行基 546 退職手当(545)

準 を採用し ・退職手当の執行残であり、翌事業年度以降に使用

た業務に係 する予定。

る分 認証評価経費(1)

・翌事業年度以降に実施予定。

計 546

Ⅸ．関連会社及び関連公益法人等

１．特定関連会社

該当なし

２．関連会社

該当なし

３．関連公益法人等

関連公益法人等 代表者名

財団法人 浜松電子工学奨励会 理事長 萩 野 實


